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１．趣旨及び経緯   

都道府県又は市区町村が条例において指定した「ＮＰＯ法人」に市民が寄附した場合、個人住民税の税額

控除が受けられる制度で、具体的には、寄附をすると寄附金額から 2,000 円を引いた額の１０％（市民税

６％、県民税４％）が個人住民税から税額控除されるものです。（さらに、その法人が認定ＮＰＯ法人の場合、

その法人に寄附をすると、個人住民税の控除に加え、当該寄附金の４０％の所得税税額控除又は所得控除の

いずれかを選択することができます。） 

奈良市においても、「奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、

手続等に関する条例」が施行し、毎年度期間を定めて募集をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．指定ＮＰＯ法人のメリット   

①市民の方々からの寄附を受けやすくなります！ 

奈良市及び奈良県の条例指定を受けたＮＰＯ法人に寄附をした納税者が個人住民税の申告を行うと、個

人市民税・個人県民税が軽減されるため、市民からの寄附促進につながります。 

②認定ＮＰＯ法人になりやすくなります！ 

条例指定を受けると、認定ＮＰＯ法人になるための要件のうち、最も難しいといわれている PST（パブ

リック・サポート・テスト）要件のひとつを満たすことになるため、認定ＮＰＯ法人になりやすくなりま

す。この PST 要件とは、法人が広く市民からの支援を受けているかを示す指標であり、次のいずれかを

満たしていることが必要です。 

①法人の総収入金額に占める寄附金の割合が 5 分の１以上 

②その法人に対して年間 3,000 円以上の寄附をした寄附者が年平均 100 人以上 

③法人の事務所がある自治体で条例指定を受けている多くの法人にとっては①や②を満たすことは難し

いですが、③をクリアすることにより、認定ＮＰＯ法人になりやすくなります。 

※認定ＮＰＯ法人になると、さらに大きな税制優遇を受けることができます。 

③社会からの信頼性が高まります！ 

条例に法人名が明記されることにより、知名度が向上し、社会からの信頼性が高まります。 

奈良市ＮＰＯ法人条例指定制度の概要  １ 
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いずれか有利な方法を選択 

３．個人寄附者のメリット   

奈良市民の寄附者が税制優遇を受けられ、寄附促進につながります。 

奈良市の指定を受けたＮＰＯ法人に市民が寄附をすると、個人市民税から寄附金額の合計額が控除対象下

限額の 2,000 円を超える額について、6％の税額控除が受けられます。 

また、寄附した団体が奈良県からも条例指定を受けていれば、さらに個人県民税から同様に 4％の税額控

除が加わり、合わせて 10％の税額控除が受けられます。 

さらに、寄附した団体が認定を受けていれば、指定の税額控除 10％に加えて、所得税からも 40％の控除

が受けられます。 

※ただし、申告する必要があります。 

【市民がＮＰＯ法人に 10,000 円寄附した場合】 

 

 

 

(個人住民税)                  (所得税) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．指定ＮＰＯ法人の責務   

①寄附金を受領した際には、寄附者に対して寄附金を受け取った旨の証明書を発行するとともに、寄附者

の氏名及び住所、寄附金額並びに受領年月日を適正に管理するための寄附者名簿を作成し保存（５年間）

する必要があります。 

②資金が特定の個人等に不当に流れていないことなどを確認するため、役員報酬又は職員給与の支給に関

する規程や事業報告書など必要な書類を作成し、事務所に備え置くとともに、閲覧の請求があった場合

は、事務所において閲覧させなければなりません。また、それらの書類については、ホームページ等に

おいて公開する必要があります。 

③寄附者が個人住民税の税額控除を受けるためには、市の担当課に申告する必要がありますので、寄附者

に対して、それらに係る申告方法等について積極的に説明するよう努めなければなりません。 

※寄附金は指定ＮＰＯ法人になった年の 1 月 1 日まで遡って控除対象となります。 

 個人住民税は、寄附した年の翌年度の税額から控除されます。 

条例指定ＮＰＯ法人の場合（認定含む） 

  市の指定：（寄附金（総所得金額等の３０％の相当額が限度）－2,000 円）×６％を市民税から控除 

  県の指定：（寄附金（総所得金額等の３０％の相当額が限度）－2,000 円）×４％を県民税から控除 

認定ＮＰＯ法人の場合 

  税額控除：（寄附金（総所得金額等の４０％の相当額が限度）－2,000 円）×４０％を所得税額から控除（所得税額

の２５％相当額が限度） 

  所得控除：寄附金（総所得金額等の４０％の相当額が限度）－2,000 円を総所得金額等から控除 

寄附金額（課税対象額） 
10,000 円－2,000 円＝8,000 円 

年収 300 万円（課税所得 192 万円）所得税率 5％の場合 

 

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

 

（市の指定） 

個人市民税税額控除 

8,000 円×0.06=480 円 

（県の指定） 

個人県民税税額控除 

8,000 円×0.04=320 円 

（県の指定） 

個人県民税税額控除 

8,000 円×0.04=320 円 

（市の指定） 

個人市民税税額控除 

8,000 円×0.06=480 円  

指定 NPO 法人 

(税額控除) 
認定 NPO 法人寄附金特別控除 

8,000 円×0.4=3,200 円 

(所得控除) 

寄附金控除 

8,000 円×0.05=400 円 

控除額 

4,000 円 
 

認
定
な
し 

控除額 

800 円 
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１．指定の申出   

①奈良市は、毎年度期間を定めて指定を受けようとするＮＰＯ法人の指定の申出を受け付けます。 

②指定を受けようとするＮＰＯ法人は、指定申出書を奈良市に提出することとします。 

 

２．申出書類の縦覧   

指定申出を受け付けた申出書類一式は、審査までの間に 1 か月間縦覧するものとします。 

 

３．指定の審査   

①奈良市は、指定の申出があった場合は、申出書等その他必要な事項について指定基準を満たしているかど

うか審査を行います。また、活動内容を具体的に把握するため、市職員等による実態調査を行う場合があ

ります。 

②奈良市は、審査を適正に行うために第三者委員会である「奈良市ＮＰＯ法人条例指定制度審査会」を設置

し、その意見を聴くこととします。委員会のメンバーについては、学識経験者や専門知識を有する税理士

などの他、現場の声を取り入れるために、ＮＰＯ関係者や中間支援組織関係者などをバランスよく選び、

機動的に運営できるような委員会にします。 

 

４．指定の決定   

①奈良市は、審査の結果、指定基準に適合すると認めたものを、議会の議決を経て条例により条例指定ＮＰ

Ｏ法人として指定します。 

②①の条例においては、条例指定ＮＰＯ法人として指定する法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らか

にすることとします。 

 

５．指定の有効期間・更新   

指定の有効期間は５年とします。また、引き続き指定を受けようとする場合は、指定の有効期間内に、申

出書を奈良市に提出して更新を行うこととします。（更新されない場合は、指定の効力を失うこととなりま

す。） 

 

６．書類の作成、提出   

指定を受けたＮＰＯ法人は、毎事業年度３か月以内に必要書類を作成し、備え置くとともに奈良市に提出

することとします。 

 

７．指定の取り消し   

市長は、次の要件のいずれかに該当するときは、指定の取り消しに関し、必要な手続きを行うものとしま

す。また、指定を取り消された法人は、その取り消しの日から５年を経過しなければ、新たな申出を行うこ

とができません。ただし、市外に移転したことによる場合は、取り消しの日から５年を経過せずに届出がで

きるものとします。 

①奈良市の基準に適合しなくなったとき。 

②奈良県の指定の取り消しがあったとき。 

③法令の基準に適合しなくなったとき。 

④当該法人から指定の取り消しの申出があったとき。 

⑤主たる事務所が市外に移転した場合で、当該法人から届け出があったとき。 

 

 

 

 

奈良市ＮＰＯ法人条例指定制度の手続等  ２ 
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１．指定の対象   

奈良市内に事務所を有するＮＰＯ法人であること。 

【申請可能】 

・主たる事務所、従たる事務所が奈良市内にある場合 

・主たる事務所が奈良市以外にあるが、従たる事務所が奈良市内にある場合 

【申請不可】 

・主たる事務所、従たる事務所が奈良市外にある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実績判定期間   

指定基準の判定の対象となる期間を実績判定期間と言います。指定や更新を受けようとする法人は、すべ

てこの実績判定期間を対象に実績を確認し、指定の判断をします。 

基本的に実績判定期間は申出をする前日までに５年(５事業年度)の活動実績が必要ですが、初回の指定の

申請の場合は、その判定期間が２年(２事業年度)となります。 

新設したばかりの法人の設立第１期目が１２か月に満たない法人も、満たない事業年度を１年と考えるこ

とができます。（例２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定基準の概要  ３ 

奈良市に 

条例指定の申出 

主たる事務

奈良市外 

従たる事務

奈良市内 

従たる事務

主たる事務

奈良市内 

奈良市外 

従たる事務

主たる事務

1 事業年度目 2 事業年度目 

実績判定期間 実績判定期間 

1 事業年度目 2 事業年度目 

6 ヶ月 

↓ 

例１ 例２ 
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３．指定基準の概要   

 

（１）相対値・絶対値基準（①～③のいずれかに該当） 

①実績判定期間において、経常収入金額に占める寄附金の割合が 10％以上である。 

②実績判定期間において、年 3,000 円以上の寄附者数が平均 50 人以上である。 

③実績判定期間において、年 1,000 円以上の寄附者数が平均 100 人以上である。 

 

（２）ボランティア・協働に関する基準(①～②のいずれかに該当) 

①当該活動に携わった、氏名等を把握しているボランティアスタッフがのべ 100 人以上であること。 

②協働の実績について、行政や他の団体との協働事業が年１回以上あること。 

 

（３）活動の周知・広報に関する基準（①～③のいずれかに該当） 

①インターネットを通じて活動を公開している。 

②会報誌を発行し、会員以外にも配布・閲覧の対応をしている。 

③一般を対象としたセミナー等を年４回以上実施している。 

 

（４）事業の継続性の基準 

継続性のある活動を行っている。 

 

（５）共益性に関する基準 

事業活動において、共益的な活動の占める割合が 50％未満であること。 

 

（６）運営組織及び経理に関する基準 

①当該役員並びに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者の占

める割合が３分の１以下であること。 

②特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び３親等以内の親族並びにこれ

らの者と特殊の関係のある者の占める割合が３分の１以下であること。 

③各社員の評決権が平等であること。 

④公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は帳簿及び書類を備え付けてこれらにその

取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 

⑤支出した金銭でその費途が明らかでないものはなく、また、帳簿に虚偽の記載はしていない。（不適

正な経理が行われていないこと。） 

 

（７）事業活動に関する基準。 

①次に掲げる活動を行っていないこと。 

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ

と。 

②役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは３親等以内の親族等に対し、

特別の利益を与えないこと。 

③実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が 

８０％以上であること。 

④実績判定期間における受入寄附金総額の 70％以上を特定非営利活動に係る事業費に充てているこ

と。 
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（８）情報公開に関する基準 

   以下の書類を閲覧させる必要がある。 

①事業報告書等、役員名簿及び定款等 

②各指定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

③寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

④役員報酬又は職員給与の支給に対する規程 

⑤収益の明細その他資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項等を記載し

た書類 

⑥助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁(県)に提出した書類の写し 

⑦海外への送金又は金銭の持ち出し（その金額が２００万円以下のものを除く。）を行う場合等に所轄

庁に提出した書類 

 

（９）事業報告書等の提出に関する基準 

各事業年度において、事業報告書等（※）を期間内に所轄庁に提出していること。 

※事業報告書等…事業報告書、計算書類等（活動計算書、賃借対照表、財産目録）、年間役員名簿、社員のうち１０人以上の者の氏名

及び住所又は居所を記載した書類 

 

（10）不正行為等に関する基準 

① 法令、または法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実 

② 偽りや不正の行為によって利益を得た事実、または得ようとした事実 

③ 公益に反する事実 

 

（11）設立後の経過期間に関する基準 

設立したばかりで実績のない法人は指定されません。指定の申請をした年度の初日において、設立

の日から１年を超える期間が経過している必要があります。 

 

（12）欠格事由 

次の欠格事由のいずれにも該当してはいけません。 

①指定を取り消された法人において、その取り消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該

法人の理事であった者でその取り消しの日から５年を経過しない者 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者 

③ＮＰＯ法若しくは、暴力団不当行為防止法の規定に違反したことにより、若しくは刑法第２０４条

等若しくは暴力行為等処罰法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律の

規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者 

④暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）若しくは暴力団の構成員ではなくなっ

た日から５年を経過しない者 

⑤指定を取り消され、その取り消しの日から５年を経過しないもの。ただし取り消しの理由が主たる

事務所の所在地が市外に移転した場合は除く 

⑥定款又は事業計画書の内容が法令等に違反しているもの 

④国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は滞納処分の終了の日から３年を経過しない

もの 

⑤国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しないもの 

⑥次のいずれかに該当するもの 

（ア）暴力団 

（イ）暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 
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１－①．相対値基準   

相対値基準は、法人全体の収入金額のうち、寄附金額の占める割合がどの程度かを確認することで、どの

くらい寄附によって支えられているかを判定する基準です。具体的には、実績判定期間における経常収入金

額のうち、寄附金等の収入金額の占める割合が１／１０以上、つまり１０％以上であるかどうかという比率

で判断します。 

 

★相対値基準の計算パターン  

相対値基準では次のような算式で計算します。 

【基 本】 

分子  寄 附 金 等 収 入 金 額 
＝ 

受け入れた寄附金総額 ± 寄 付 金 に ± す る も の 
≧ 

１ 

分母  経 常 収 入 金 額 総 収 入 金 額 － 総収入金額から－するもの １０ 

 

【分母の計算】 

経常収入金額とは、総収入金額から以下のものを控除した金額 

① 国の補助金等  

② 国等からの委託金 

③ 法令に基づいた事業で国または地方公共団体が負担するもの（介護保険事業、障害福祉サービス事業の

給付部分）  

④ 臨時的な資産売却による収入  

⑤ 遺贈により受け入れた寄附金等のうち、基準限度超過額に当たる部分  

⑥ 実績判定期間における１人あたりの寄附金額の合計が 1,000 円未満のもの  

⑦ 寄附者の氏名（または法人名）とその住所が明らかでないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分子の計算】 

①寄附金等収入金額 

寄附金等収入金額とは、受け入れた寄附金総額から次ページの②を控除し、条件に応じて③を足し合

わせた金額のことで、主に以下のようなものをいいます。 

□受取寄附金 

◎対価性がないもの   

◎任意性があるもの   

◎現物寄附（資産受贈益）   

◎実績判定期間内に入金があったもの 

□受取助成金・受取補助金 

◎対価性のないもので、国の補助金等以外 

□賛助会費 

◎対価性のないもの（総会の議決権は対価性があるとみなされます） 

 

指定基準の内容  ４ 

国の補助金等 
国等とは、国、地方公共団体、独立行政法人のうち法人税法別表第１に掲げるもの、地方独立行政法人、国立

大学法人、大学共同利用機関法人、日本が加盟している国際機関のことです。これらが反対給付を受けない

で交付する補助金等のことを国の補助金等といいます。「反対給付を受ける」とは、契約等であって法人から

サービス等の対価の提供を受けることを指します。補助金という名称にかかわらず、国等が法人から反対給

付（契約等の対価）を受けずに法人に支出したものはここでいう「国の補助金等」に該当します。一方、財団

法人や社会福祉法人等の団体が、反対給付を求めないで交付する助成金等については、この要件には該当せ

ず、寄附金として扱われます。 

相対値基準には、これらの国の補助金等を算入するかしないか、どちらか有利な方を選択することができま

す。 
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②受入寄附金総額から－（マイナス）するもの 

◎１人あたりの基準限度超過額に相当する金額の合計額 

◎実績判定期間における１人あたりの寄附金額の合計が 1,000 円未満のもの 

◎寄附者の氏名（または法人名）とその住所が明らかでないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③受入寄附金総額に＋（プラス）するもの（条件を満たせば分子に足せるもの） 

社員会費（正会員費）（以下の条件を満たしたものに限る）  

１．社員の会費の額が合理的と認められる基準によって定められている  

２．役員等を除く社員の数が実績判定期間を通じて 20 人以上である 

 

社員から受け入れた会費（正会員受取会費） × 事業活動に占める共益的な活動の割合 

 

ただし、加算できる額には上限があります。受入寄附金総額①から受入寄附金総額からマイナスする

もの②を差し引いた金額が上限となりますのでご注意ください 

 

（例１） 

経常収入金額が 100 万円の法人で、受入寄付金総額が「しか西さん」からの 40 万円のみであった場合は、

基準限度超過額は 36 万円が基準限度超過額として受入寄付金総額から控除され、残り 4 万円のみが分子に

計上する。 

 

 

 

 

 

 

（例 2） 

役員が寄附者の場合、その役員の配偶者や３親等以内の親族、その役員と特殊な関係にある者（これらと役

員を合わせて役員等といいます。）については、役員と同一の者と扱われます。つまり、役員とその配偶者が

それぞれ寄附をしたとしても、２人として数えるのではなく、１人からの寄附として数えます。 

 

 

 

「対価性」とは？ 
対価性があるとは、寄附金を支払ったことと引き換えに、物やサービスの提供を受けることをいいま

す。対価性がないとは、このように物やサービスの提供がないということです。仮に受取寄附金や助

成金、補助金という科目であったとしても、それと引き換えに物やサービスの提供があれば、実質的

には事業収益に該当すると考えられ、対価性があると判断されます。 

「任意性」とは？ 
任意性があるとは、寄附をするかしないか、いくら寄附をするのかというのは、寄附者本人に任せら

れた状態でなければならないという意味です。 

基準限度超過額  
１人につき、寄附金として算入することができる上限が設けられています。この上限を超える部分を「基準限度超過額」

といいます。「基準限度超過額」を計算し、その金額は、受け入れた寄附金額から控除されます。  

基準限度超過額の計算は、寄附者ごとに次の算式によって行います。ただし、寄附者が認定ＮＰＯ法人や特定公益増進法

人（※）である場合は、10％ではなく 50％となります。  
※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等（一般社団法人および一般財団法人を除きます。）その他特別の法律により設立された法

人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人のことをいいます。 

 

同一人物からの寄附金 － 受入寄附金総額×10％（50％） ＝ 基準限度超過額 

 

 

－ 
しか西さん 

400,000 円 
400,000 円 × 10 ％

基準限度超過額 

360,000 円 
＝ 

＋ 
しか西さん 

50,000 円 

しか西さん１人から

合計 100,000 円の

寄附があったと計算 

＝ 
しか西さん妻 

50,000 円 
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３親等以内の親族の図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ③ ③

② ② ②

③ ① ① ① ③ ③

② ① ② ②

③
① ① ① ③ ③

② ② ②

③ ③ ③

○内の数字は親族数を示す

は姻族関係を示す

配偶者

配偶者孫

配偶者子

曾孫 配偶者

叔父・叔父 叔母・伯母

本人
兄弟
姉妹

配偶者

甥・姪

曾祖母 曾祖父

祖母 祖父

母 父

曾祖父母

祖父母

父母

配偶者

曾孫

叔父・叔母

伯父・伯母

兄弟
姉妹

甥・姪

子

孫

役員と「特殊な関係」っ

てどんな関係！？ 

「特殊な関係」とは、以下のような関係をいいます。  

ア．婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある関係  

イ．使用人である関係や使用人ではないが、その役員から

受ける金銭等によって生計を立てている関係  

ウ．アやイの関係にある者の配偶者や３親等以内の親族で、

生計を一にしている関係 

「生計を一にする」って

同居以外でもあり得る

の？ 

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とする

ものではありません。例えば、勤務、就学等の都合上

別居している場合であっても、常に生活費、学資金、

療養費等の送金が行われている場合や余暇の時間は

親族のもとで同居して過ごす場合等は、「生計を一に

する」ものとして取り扱われます。 

任意団体 

NPO 法人 

指定 NPO 法人 

認定 NPO 法人 
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１－②③．絶対値基準   

 

条例指定の絶対値基準は、実績判定期間内の各事業年度において、①寄附金の額の総額が 3,000 円以上

である寄附者の合計数が年平均 50 人以上であること、②寄附金の額の総額が 1,000 円以上である寄附者

の合計数が年平均 100 人以上であることのいずれかで、公益性を判断し、基準を満たすとする制度です。 

 

１－②年間 3,000 円以上の寄附を年平均 50 人以上から受けていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金額 

の総額が 3,000 円以上の寄附者の合計人数 

実績判定期間の月数 

×12 

≧ 50 人 

①寄附者の氏名及びその住所の明らかな寄附者のみを数えます。 

②寄附者本人と生計を一にする者も含めて１人として数えます。 

③寄附者が、そのＮＰＯ法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合

は、これらの者は、寄附者数に含めません。 

④月数は歴に従って計算し、１月未満の端数は切り上げて１月とします。 

（75 人＋25 人） 

24 ヵ月 

×12 

≧ 50 人 

実績判定期間 

25 人 

3,000 円 3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 

２事業年度 

3,000 円以上の寄附 

1 事業年度 

3,000 円以上の寄附 

3,000 円 3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 
3,000 円 

3,000 円 

75 人 

実績判定期間 

3,000 円 

3,000 円 

75 人 

3,000 円 

3,000 円 

3,000 円 
3,000 円 

２事業年度 

3,000 円以上の寄附 
1 事業年度（６ヶ月） 

3,000 円以上の寄附 

6 ヶ月 

0 人 

（0 人＋75 人） 

18 ヵ月 

×12 

≧ 50 人 



12 

 

 

  １－③年間 1,000 円以上の寄附を年平均 100 人以上から受けていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金額 

の総額が 1,000 円以上の寄附者の合計人数 

実績判定期間の月数 

×12 

≧ 100 人 

夫 

2,000 円 
妻 

1,000 円 

夫婦の合計が 3,000 円（1,000 円）以上なので 1

人としてカウント 

夫 

3,000 円 

妻 

3,000 円 

夫婦の合計が 6,000 円であるが、生計を一にしている

ので 3000 円（1,000 円）×2＝2 人ではなく 1 人

としてカウント 

夫婦の寄附はどう

カウントするの？ 

寄附者と生計を一にする者を含めて１人として考え

ることになりますので、事業年度の合計が 3,000 円

を超えていれば、１人として数えてよいことになりま

す。つまり、合計金額で判断します。 

 

実績判定期間 

25 人 

1,000 円 1,000 円 

1,000 円 

1,000 円 

２事業年度 

1,000 円以上の寄附 

1,000 円 1,000 円 

1,000 円 

1,000 円 
1,000 円 

1,000 円 

175 人 

1 事業年度 

1,000 円以上の寄附 

（175 人＋25 人） 

24 ヵ月 

×12 

≧ 100 人 

実績判定期間 

1,000 円 

1,000 円 

150 人 

1,000円 

1,000 円 

1,000 円 
1,000 円 

２事業年度 

1,000 円以上の寄附 
1 事業年度（６ヶ月） 

1,000 円以上の寄附 

6 ヶ月 

0 人 

（0 人＋150 人） 

18 ヵ月 

×12 

≧ 100 人 
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２．ボランティア・協働に関する規準 

 

ボランティア・協働に関する基準：次の①②のいずれかに適合すること。 

 ①当該活動に携わった、氏名等を把握しているボランティアスタッフがのべ 100 人以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②協働の実績について、行政や他の団体との協働事業が年１回以上あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．活動の周知・広報に関する規準 

 

次の①②③のいずれかに適合すること。 

①インターネットを通じて活動を公開している。 

②会報誌を発行し、会員以外にも配布・閲覧の対応をしている。 

③一般を対象としたセミナー等を年４回以上実施している。 

 

①                 ②               ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前：しか西 

住所：奈良市 

名前：しかべ 

住所：奈良市 
名前：えころじか 

住所：奈良市 

ＮＰＯ法人 

協働事業が年に 1 回以上 

協働事業って何！？ 

協働の手法に関して

は、委託や指定管理、

事業協力や後援などさ

まざまな手法が挙げら

れるよ！ 

市民公益団体 
(NPO、自治会等) 

企  業 

行  政 

教育機関 

ボランティア 実績判定期間内 

①延べ 100 人以上 

②住所・氏名を把握 

③報酬なし 
(交通費等必要経費除く) 

ボランティア 
実績判定期間内 

①100 人未満 

②住所・氏名不明 

③報酬あり 
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４．事業の継続性の基準 

 継続性のある活動を行っている。 

市内における事業活動が、指定申出書を提出した日の最初に到来する事業年度の初日から起算して５年以

上継続すると見込まれること。 

 

５．共益性に関する基準 

事業活動において、共益的な活動の占める割合が 50％未満であること。 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人はＮＰＯ法第２条第１項において、「不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的と

すること」と規定されており、公益的な活動を行うことを前提としています。また、指定ＮＰＯ法人等にな

ると、税制優遇を受けることができることからも、一般のＮＰＯ法人以上に、公益性が求められます。よっ

て、実績判定期間において、全体の活動のうち、以下のような活動の占める割合が 50％未満かどうかを確

認することによって、公益性を判断することになっています。  

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、以下のような計算をすることによって判断します。しかし、無償のボランティアに支えられ

ている活動等の場合、事業費の金額を見ただけでは、共益性を判断できないケースもあります。そういった

場合は、従事者の作業時間数等、その他の合理的な指標によって算定した割合で判断することもできます。 

 

 

 

 

 

①会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動とは？ 

会員等のみを対象とした物品の販売やサービスの提供、イベントや会議、会報の発行は、これに該当す

るとみなされます。会員等とは「会員またはこれに類する者（ＮＰＯ法人の運営または業務の執行に関係

しない者で一定の者を除く）」のことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共益的活動に係る事業費の合計 

管理費を除く総事業費の合計 
＜ 50％ 

公益的活動 

不特定多数の者に対

する活動 

共益的活動 

会員、役員など特定

の者に対する活動 

＜ 50％ 

実績判定期間における下記の活動が事業活動に占める割合 

①会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動 

②特定の範囲の者に便益が及ぶ活動 

③特定の著作物又は特定の者に関する活動 

④特定の者の意に反した活動 

会員に類する者 

□当該申請に係るＮＰＯ法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受ける者または

相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として、ＮＰＯ法人の帳簿書類等に氏名

または名称が記載された者であって、そのＮＰＯ法人から継続的に若しくは反復して資産

の譲渡等を受け、または相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者 

□当該申請に係るＮＰＯ法人の役員 

 

ＮＰＯ法人の運営または業務の執行に関係しない者で一定の者 

□ＮＰＯ法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産

の譲渡等以外のＮＰＯ法人の活動に関係しない者 

 



15 

 

 

ただし、「資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるその他一定のもの」は除かれます。詳しくは以下

のようなものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②特定の範囲の者に便益が及ぶ活動とは？ 

 特定の範囲の者とは、次のような者のことをいいます。 

(ア)会員等 

(イ)特定の団体の構成員 

(ウ)特定の職域に属する者 

 

③特定の著作物又は特定の者に関する活動 

 特定の著作物や特定の者に関する普及啓発活動、広報宣伝活動等が該当します。この場合の著作物は、

著作権法の保護の対象になるものに限りません。現在において一般的な普通名詞で表現されるようになっ

たものは、この著作物にはなりません。 

 

④特定の者の意に反した活動 

  何らかの反対運動のために直接抗議を行うような活動や、特定の商品を買わないことを通じて運動する

といった不買活動のような活動のことをいいます。 

資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるその他一定のもの 

□ ＮＰＯ法人が行う資産の譲渡等で、その対価として資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね 10％程度に

相当する額以下のものおよび交通費、消耗品費その他資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額

以下のものを会員等から得て行うもの 

□ ＮＰＯ法人が行う役務の提供で、その対価として最低賃金法第４条第１項の規定により使用者が労働者に支払わ

なければならないとされている賃金の算定の基礎となる同法第９条第１項に規定する地域別最低賃金の額を会員

等がそのＮＰＯ法人に支払う役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従

事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のものおよび付随費用の実費相当額以下

のものをその対価として会員等から得て行うもの 

□ ＮＰＯ法別表第 19 号に掲げる活動または同表第 20 号の規定により同表第 19 号に掲げる活動に準ずる活動と

して都道府県若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする法人が行うその会員等の活動（公益社団法

人もしくは公益財団法人である会員等または認定ＮＰＯ法人である会員等が参加しているものに限ります。）に対

する助成 

利用会員を対象とした活動って共

益的活動とみなされるの？ 

 

定期的なサービス提供のために、会員登録制度を設けているようなケースがありま

す。つまり、サービスを利用するための「利用会員」制度です。こういったケース

では、会員となった者以外はそのサービスを受けることができないといった場合も

少なくありません。このような制度を採用している法人であっても、利用会員とな

るために特に資格等が必要なわけではなく、そのサービスを受けることを必要とす

る者であれば誰でも会員となることができ、その利用会員がサービスの利用以外に

ＮＰＯ法人の業務や活動に携わらないような場合は、共益的とはみなされません。

つまり、募集自体を限定していない、サービス利用限定の会員向けの活動であれば

問題ありません。 

ＮＰＯ → 正会員（ＮＰＯ法上の社員）に限定 （×） 

ＮＰＯ → ○○利用会員。ただし、広く募集。 （○） 

ＮＰＯ → ○○利用会員。正会員の中から募集 （×） 
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６．運営組織及び経理に関する規準 

 

（１）運営組織が次のいずれにも該当すること 

①当該役員並びに当該役員の配偶者及び 3 親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者が占め

る割合が 3 分の１以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び３親等以内の親族並びにこれらの

者と特殊の関係のある者が占める割合が 3 分の１以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

３ 
≦ 

役員の総数 

役員のうち特定の法人の役員又は使用人等で構

成 す る 最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数 

≦ 
役員の総数 

役員のうち親族関係を有する者等で構成する 

最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数 

特殊の関係 

①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

②使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によっ

て生計を維持している関係 

③①又は②に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を

一にしている関係 

例えば、ＮＰＯ法人の役員が８名いるとして、そ

の中にＹさんの夫であるＡさんと、Ｙさんのいと

このＢさん、Ｂさんの長男のＣさんがいます。 な

お、Ｙさんは当該ＮＰＯ法人の役員とはなってい

ません。  

 このような役員構成の場合には、ＢさんとＣさ

んは親族となります(１親等の血族)が、ＡさんはＢ

さん及びＣさんと親族関係はありません(４親等

及び５親等の姻族となります。)。  

 したがって、「配偶者及び３親等以内の親族」に

該当する人数は２人となります 

運営組織に関する要件のうち「配偶者及び３

親等以内の親族」とは、具体的にどのような範

囲をいいますか？ 

C 

D F E H G I 

A B 

法人 X の役員 

親族関係 

例えば、ＮＰＯ法人の役員が 10 名いるとして、

その中に株式会社Ｘの役員であるＡさんとＢさん及

びＡさんの長男であるＣさんがいます。  

このような場合には、株式会社Ｘを「特定の法人」

とみると、Ａさん及びＢさんは株式会社Ｘの役員で

あることから「その法人の役員又は使用人である者」

に該当し、ＣさんはＡさんの長男であることから「こ

れらの者と親族関係を有する者」に該当することに

なります。  

 したがって、「特定の法人の役員又は使用人である

者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれ

らの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は３

人となります。  

(注) 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれま

す。 

運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれ

らの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、 具

体的にどのような範囲をいいますか。 

  

１ 

３ 
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③各社員の評決権が平等であること 

一般のＮＰＯ法人は、定款で例外を定めない限り社員の表決権が平等であることが原則とされていま

す。これは、公益活動を行う法人として、民主的な組織運営がなされることを理想とすることから作ら

れた仕組みです。指定ＮＰＯ法人等においては、一般のＮＰＯ法人以上に公益的であることが求められ

ることから、各社員の評決権が例外なく平等であることが要件として規定されています。 

 

 

（２）経理に関する基準 

社会からの信頼にこたえられる適正な会計のために２つの基準が定められています。１つ目に、公認会

計士や監査法人の監査を受けていること、または、青色申告法人と同等の取引記録、帳簿の保存を行って

いること、２つ目に不適正な経理が行われていないことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一定の関係のある法人」とは、その法人の発行済の株式や出資の総額の 50％を直接的または

間接的に保有する関係にある法人のことをいいます。以下のようなケースに該当するときも、他の

法人の発行済株式または出資の総額の 50％を保有するとみなされます。それぞれのケースで、法

人Ｙおよび法人Ｚは法人Ｘと一定の関係のある法人となります。 

これら２つの基準を満たせない役員がいる場合は、該当する役員に辞任してもらうか、役員総数

を増やさなければなりません。 

また、万一、事故による役員の欠員でこの基準に抵触する等、指定申請しようとするＮＰＯ法人

の責任ではない理由でこの基準に適合しなくなった場合は、一時的に基準を満たさない時期があっ

ても、速やかに辞任してもらうか、役員総数を増やすといった対応をすることによって、この基準

を満たすことが認められれば、この基準を継続して満たしているものと判断されます。 

法人 X 法人 Y 法人 Z 

50％以上保有 50％以上保有 

ケース１ 

法人 X と法人 Y 

合計 50％以上保有 

50％以上保有 

法人 X 法人 Y 

法人 Z 

ケース 2 

公認会計士又は監査法人の監査

を受けていること 

青色申告法人と同等の取引記録、

帳簿の保存を行っていること 

不正な経理が行われていない 

こと 
かつ 又は 
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７．事業活動に関する基準  

 

ＮＰＯ法人の活動が適正に行われているかどうかを確認するための基準です。指定ＮＰＯ法人として、公

益性の高い活動ができているかどうか、宗教、政治に関する活動や一部の者の利益のための活動ではないか

どうか等を判断します。申請法人の事業活動が以下のすべてを満たしていなければなりません。  

 

（１）活動に関する制限 

  次に掲げる活動を行っていないこと。 

①宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

②政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

③特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 

 

（２）利益供与の制限 

ここでいう役員、社員、職員または寄附者等には、それぞれの本人だけではなく、その配偶者や３親等

以内の親族、特殊な関係にある者も含みます。 

①役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは３親等以内の親族等に対し、

特別の利益を与えないこと。 

 

（３）特定非営利活動に関する事業費の比率 

①実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％

以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間における全事業のうち、本来事業の占める割合が 80％以上でなければなりません。この判断

は、合理的であれば、どのような指標を用いても構いませんが、一般的には事業費で考えます。事業費以外の

合理的な指標で計算する場合、申請時にはその説明資料を添付資料として提出する必要があります。 

 

（４）寄附金の特定非営利活動に係る充当比率 

①実績判定期間における受入寄附金総額の 70％以上を特定非営利活動に係る事業費に充てているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≧ 80％ 
総事業費（本来事業の事業費＋その他事業の事業費） 

本来事業の事業費 

実績判定期間における 

≧ 70％ 
受入寄付金総額 

受入寄付金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額 

実績判定期間における 
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８．情報公開に関する基準  

 

（１）情報公開に関する基準とは 

ＮＰＯ法人制度は、法人に関するさまざまな情報を開示することによって、信頼性を高め、市民の理解と

支援を得ることを目的としています。NPO 法人の信用は、活動やその会計等を情報開示することによって、

法人自らが築いていくことが大切です。 

指定ＮＰＯ法人になると、多くの寄附者に対する説明責任を伴うため、一般のＮＰＯ法人以上に高い透明

性が求められます。そこで、要件に情報公開に関する基準が設けられています。次に掲げる書類について、

閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、法人の事務所において閲覧させなければなり

ません。 

 

 

 閲覧対象書類 

１ 

①事業報告書等 

 事業報告書、計算書類等(活動計算書、賃借対照表、注記、財産目録)、年間役員名簿、社員 10

人以上の者の氏名及び住所を記載した書面 

②役員名簿 ③定款 ④認証書の写し ⑤登記事項証明書の写し 

２ 各指定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

４ 

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

（役員報酬に関する規程は、役員報酬を支給していない法人でも作成が必要です。職員給与に関す

る規程は、雇用している職員が 0 名の場合、作成の必要はありません。） 

５ 

次の事項を記載した書類 

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

・収益の生ずる取引および費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５位まで

の取引 

・役員、社員、職員若しくは寄附者またはこれらの者の配偶者もしくは３親等以内の親族またはこ

れらの者と特殊の関係のある者との取引 

④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは３親等以内の親族または役員と特殊の関係のある者で、

当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20 万円以上であるものに限る。）の氏名

ならびにその寄附金の額および受領年月日 

⑤ 給与を得た職員の総数および当該職員に対する給与の総額に関する事項 

⑥ 支出した寄附金の額ならびにその相手先および支出年月日 

⑦ 海外への送金または金銭の持出しを行った場合（その金額が 200 万円以下の場合に限る。）に

おけるその金額および使途ならびにその実施日 

６ 

指定を受けるための要件のうち、 

運営組織及び経理に関する基準、事業活動に関する基準、情報公開に関する基準、不正行為等に関

する基準（各基準に適合している旨） 

また、欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類 

７ 

① 助成金の支給を行った場合には、事後に、所轄庁に提出した書類の写し 

② 海外への送金または金銭の持出し（その金額が 200 万円以下のものを除く。）を行う場合に

は、事前に（または災害に対する援助等緊急を要する場合には事後に）、所轄庁に提出した書類

の写し 
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９．事業報告書等の提出に関する基準  

 

各事業年度において、事業報告書等下記の期間内に所轄庁（奈良県）に提出していること。 

 

 
書類名 内容 

１ 事業報告書 前事業年度にどのような活動を行ったのかを記載した書類 

２ 計算書類 活動計算書、貸借対照表、注記 

３ 財産目録 法人の保有する資産、負債を記録した書類 

４ 年間役員名簿 
前事業年度に役員であった者全員の氏名および住所または居所

ならびに報酬の有無を記載した名簿 

５ 社員名簿 
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名およ

び住所または居所を記載した書面 

 

 

１０．不正行為等に関する基準  

 

法令違反や不正の行為、公益に反する事実があるような法人が認定されれば、その法人の信頼を損なう

だけでなく、認定ＮＰＯ法人等そのものの信頼を失うことにつながりかねません。そこで、指定の要件に

おいて不正行為等に関する基準が設けられています。  

 

① 法令、または法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実 

② 偽りや不正の行為によって利益を得た事実、または得ようとした事実 

③ 公益に反する事実 

 

【身近な法令違反の例】 

① 役員報酬を役員の全員に支払っていた ＮＰＯ法違反 

② 通常総会を開催していなかった ＮＰＯ法違反 

③ 役員が変更になったにもかかわらず、所轄庁へ役員変更の届出をしていなかった ＮＰＯ法違反 

④ 法人税法上の収益事業に該当する事業を行っており、法人税の申告義務があるにもかかわらず、申告

をしなかった 法人税法違反 

⑤ 基準期間の課税売上高が 1,000 万円を超え、「課税事業者」となっているにもかかわらず、消費税

の申告をしていなかった 消費税法違反 

⑥ 一つの事業所に雇用している労働者が 10 人を越えて働いているにもかかわらず、就業規則を届け

ていなかった 労働基準法違反 

 

 

１１．設立後の経過期間に関する基準  

 

設立したばかりで実績のない法人は指定されません。指定の申請をした年度の初日において、設立の日

から１年を超える期間が経過している必要があります。最短でも 1 年と 1 日は必要という事になります。 
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１２．欠格事由  

 

次の欠格事由のいずれにも該当してはいけません。 

 

①指定を取り消された法人において、その取り消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該法人

の理事であった者でその取り消しの日から５年を経過しない者 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者 

③ＮＰＯ法若しくは、暴力団不当行為防止法の規定に違反したことにより、若しくは刑法第２０４条等若

しくは暴力行為等処罰法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律の規定に違

反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者 

④暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）若しくは暴力団の構成員ではなくなった日

から５年を経過しない者 

⑤指定を取り消され、その取り消しの日から５年を経過しないもの。ただし取り消しの理由が主たる事務

所の所在地が市外に移転した場合は除く 

⑥定款又は事業計画書の内容が法令等に違反しているもの 

④国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は滞納処分の終了の日から３年を経過しないもの 

⑤国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しないもの 

⑥次のいずれかに該当するもの 

（ア）暴力団 

（イ）暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 
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１．申請の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定の申出の準備・提出書類一覧  ５ 

可 

事前相談 

指定の申出(書類提出) 

審査（審査委員会） 

市議会へ議案提出 

市議会可決 

条例指定 

市議会否決 

不可 

縦覧：１ヶ月 

(１)事前相談 

指定の申出の際は、申出前に事前に相談をお願いしま

す。 

場 所：奈良市 地域づくり推進課まで 

日 時：事前相談（要予約） 

(２)申出書・寄附者名簿の作成 

申出所の作成の順序 

①第１表付表１ 

②第２表 

③第１表付表２ 

④第１表 

⑤残りの表 

(３)指定の申出 

①奈良市は、毎年度期間を定めて指定を受けようとするＮ

ＰＯ法人の指定の申出を受け付けます。 

②指定を受けようとするＮＰＯ法人は、指定申出書を奈良

市長（地域づくり推進課）に提出してください。 

場 所：奈良市 地域づくり推進課 

８時３０分～１７時１５分 

※奈良市役所の開庁している日 

(３)指定の審査 

①指定の申出があった場合は、申出書等その他必要な事項

について指定基準を満たしているかどうか審査を行い

ます。また、活動内容を具体的に把握するため、市職員

等による実態調査を行う場合があります。 

②審査を適正に行うために「奈良市ＮＰＯ法人条例指定制

度審査委員会」を設置し、意見を聴きます。 

(４)市議会において審議されます。 

(５)市長は、指定があった際は法人に通知します。 

寄附者名簿を作成していない

と指定されませんか？ 

 条例上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場

合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名

簿については、 初回の指定申請書に添付しなければな

らないこととされているため、寄附者名簿を作成して

いなければ指定基準を満たさないこととなります。 

 また、条例指定において、毎事業年度初めの三月以内

に、条例で定めるところにより、前事業年度の寄附者名

簿を作成し、 その作成の日から起算して５年間その事

務所に備え置く必要があります 

 したがって、条例指定を受けることをお考えの方は、

寄附者名簿を確実に作成・保管しておく必要がありま

す。 
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３．条例指定の申出に係る提出書類  

 条例指定の申出をするためには、申請書とそれに付ける添付書類があります。 

（１）条例指定を受けるための申出書及び様式等（市ＨＰに指定の様式がございます。） 

 
 

（２）申出書類の作成の順序 

①活動計算書の合算した書類を作成 

実績判定期間の合計を確認しますので、各事業年度の活動計算書の金額を合計する必要があります。 

②寄附者名簿の作成 

寄附者名簿の整理。寄附者名簿作成には、名寄せする作業が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック

指定申出書 □

□

□

第１表　相対値基準 □

第１表　絶対値基準(3,000円50人用) □

第1表　絶対値基準(1,000円100人用) □

受け入れた寄附金の明細（相対値基準選択の場合） 第1表付表1（相対値基準用） □

社員から受け入れた会費の明細（相対値基準選択の場合） 第1表付表2（相対値基準用） □

指定基準等チェック表 第2表(ボランティア・協働) □

指定基準等チェック表(周知) 第3表 □

指定基準等チェック表（事業の継続） 第4表 □

指定基準等チェック表（共益性） 第5表 □

指定基準等チェック表（運営・経理） 第6表 □

役員の状況 第6表付表1 □

帳簿組織の状況 第6表付表2 □

指定基準等のチェック表（事業活動） 第7表 □

役員等に対する報酬等の状況 第7表付表1 □

役員等に対する資産の譲渡等の状況 第7表付表2 □

指定基準等のチェック表(情報公開) 第8表 □

指定基準等のチェック表 第9表・第10表・第11表 □

□

□

□

役員等一覧表

申請書類・添付書類

指定特定非営利活動法人指定申出書及び添付書類一覧（兼チェック表）

指定申出書

指定基準等チェック表（どれか一つ）

指定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

欠格事由チェック表

寄附金を充当する予定の事業内容等

指定の様式等

寄附金とは？ 

支払う側に任意性があり、直接的反対給付等の対価がないもののことをいいます。 

会費は寄附金にあたるか？ 

会費が寄附金にあたるかの判断として、①任意性があるか、②対価性がないかがポイントとなります。 

(1)サービス利用会員 

施設利用会員や介護サービス会員などのサービス利用会員は、そのサービスを利用するという対価があるため、支払った会費は寄附と

して扱うことはできません。 

(2)ＮＰＯ法上の社員としての正会員 

ＮＰＯ法人の正会員は、総会の議決権を有し、会員たる地位に対して負担すべきものと考えることから寄附として扱うことができませ

ん。 

(3)賛助会員 

定款や規約等によって、「その活動に賛同すべき者」等と規定することが多い賛助会員については、総会の議決権等を有しないことか

ら、寄付金として取り扱うことができます。しかし、対価のあるものについては寄附金として扱うことができません。なお、不特定多

数の者に対して無償で配布される法人の機関紙を会員が受け取っているという程度であれば対価性がないものとして扱われます。 

寄附者氏名だけが分かっている場合は？ 

基準の中で、「氏名（法人にあっては、その名称）及び住所が明らかな寄附金」でなければ算入できないことになっています。口座振込

やクレジットカード決済等で氏名しかわからない場合は寄附として取り扱うことができません。 
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（３）ご自身でご用意していただく書類 

 

 

※基本的には上記の書類が全てとなっておりますが、必要に応じて別書類をご用意していただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類 チェック

納税証明書 □

税務に関する書類 □

寄付者名簿 □

運営組織に関する
書類 □

登記事項全部証明 □

事業報告書 □

活動計算書 □

財産目録 □

貸借対照表 □

会報誌やパンフ
レット等 □

内容

所轄税務署から交付を受けた納税証明書、関係都道府県及び市町村から交付を受けた納税証明書（交付日以前3年間滞納処分を受けたこと
がない旨を証するもの。

税務署などへの申告書類、各種税金の納付書の控えなどその他税務に関する書類

※相対値・絶対値基準での申請の場合は名寄せした寄附者名簿と合わせて、入金順に並べた名寄せ前の寄附者名簿を提出してください。

定款、役員名簿、社員名簿

履歴事項全部証明書

実績判定期間開始日から現在までのもの。提出が可能な分で可。(例）パンフレットやリーフレット等の団体紹介する広報物、機関紙や会
報誌等の広報物、新聞記事等マスコミに取り上げられた書類（新聞の切り抜き等）、事業所一覧などその他活動の様子がわかるもの

 指定基準の判定上、賛助会費を寄附金として計上するためには対価性が認められないこ

とが条件になっています。  

この対価性について、例えば、10,000 円の賛助会費を払えば、施設利用等で 5,000 円

の割引が受けられる場合、対価性はあるものの、その対価はあくまで 5,000 円の割引部分

のみと考えてよいですか？ 

つまり、10,000 円の賛助会費から割引分を引いた残りの 5,000 円分については、 対

価性がないものとして寄附として取り扱うことはできますか？ 

それとも、賛助会費の一部分の金額であっても対価性が認められれば、 その対価が何

割であろうと当該賛助会費は寄附金とみなすことはできないのですか？  

本件の賛助会員は会費を支払うことにより、会員割引のサービスを得ることができること

から、賛助会費には対価性が認められます。  

したがって、割引金額の多寡に関わらず、賛助会費 10,000 円の全額が寄附金として取り

扱うことはできないと考えます。 
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（４）必要に応じてご用意していただく書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 チェック

総勘定元帳、現金出納帳及び預金出納帳、監査証明書（公認会計士又は監査
法人の監査を受けている場合）、請求書・領収書等の証憑類及びその他取引

記録、備品台帳などその他法人の資産・会計に関する書類
□

賛助会員の募集要項、会員規約等 □

基準限度超過額を計算する資料 □

補助金・助成金の募集要項や交付決定通知、委託契約書の写しなど □

指定を受けた書面の写し □

奈良県又は県内他市町村に申出した際に提出した書類の写し □

指定の申出書等の写し □

申出書に提出した書類の写し □

労働者名簿、賃金台帳、給与台帳、労働保険・社会保険の加入手続きに関す
る書類、その他、労務に関する書類 □

寄附者台帳や入会申込書などの寄附金・会費の内容がわかる書類 □

現物寄附の評価額のわかる書類 □

事業費と管理費の区分基準 □

事業費の内容がわかる書類（事業活動の対象や実績がわかるもの） □

助成金・補助金収入を受け入れている場合はその申請書や報告書 □

役員総数に占める一定のグループの人数割合がわかる書類 □

その他、指定の基準の要件を確認するために必要な書類 □

□

実績判定期間中の監査報告書の写し □

実績判定期間開始日から現在までの職歴を記載したもの（実績判定期間途中
の就任の場合は就任時から、退任している場合は退任時まで） □

実績判定期間中の総会の開催記録。総会議事録、総会議案書等の写し □

ご用意していただく書類

会計に関する書類

賛助会費に対価性がないことを証する資料（相対値・絶対値基準に賛助会費を
寄附金を算入している場合）

寄附金の基準限度超過額計算資料（相対値基準での申請の場合）

実績判定期間中に補助金・助成金を受けている場合、あるいは国等と委託契約
を結んでいる

奈良県知事又は奈良県内の他市町村から通知された指定特定非営利活動法人の
指定の書面の写し

奈良県知事又は奈良県内の他市町村に提出した申出書等の写し

従業員に関する書類

申請書及び添付書類の根拠となる書類

事業別損益の状況がわかる書類

監査報告書（公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合）

理事及び監事の経歴がわかる資料

総会の実施状況が確認できる資料

 会費を 3,000 円から 1,000 円に変更した後、仮に寄附をしなくても、引き続き、表決権や正会

員としてのサービスが受けられることが明らかである場合には、 2,000 円の寄附については、強

制されるものではなく、任意性があり直接の反対給付がないものと判断できるため、指定基準の判

定上、 受入寄附金総額に含めることができると考えられます。  

 しかし、会費を 1,000 円に変更した後も、会員は必ず 2,000 円の寄附を支払わなければならな

いといった定款上の定めがあるなど、その支払いに任意性がないと認められる場合には、2,000 円

については、指定基準の判定上、受入寄附金総額に含めることができなくなります。  

 なお、こういったケースでは、法人内でのトラブルにつながる可能性もあるため、通常総会等でき

ちんと手続を踏んで社員の了承を得る等の留意が必要ではないかと考えます。 

現在、会員の会費を 3,000 円と定めていますが、会費を 1,000 円

に変更し、代わりに正会員より 2,000 円の寄附金を募ることとした場

合には、 正会員から受領した寄附金は指定基準の判定上、受入寄附金

総額に含めることができるのですか？ 
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申出する日 

 

 

 

１．「指定申出書」の作成例  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定の申出書類の作成  ６ 

提出部数：１部 

いずれか該当する（ ）

に○をつけます。 

「有」の場合は、直近の有

効期間を記載します。 
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２．寄附者名簿の作成方法 

（１）寄附者名簿とは？ 

実績判定期間における寄附者を一覧にした書類です。条例指定の申出に、必ず必要となります。 

寄附者名簿には、実績判定期間中の事業年度ごとに「寄附者の氏名または名称」「住所または事務所の所

在地」「寄附金の額」「受領年月日」が記載されていなければなりません。寄附者名簿の様式は特に定めら

れていません。自由に作成することは可能ですが、上記の４項目が記載されている必要があります。 

また、相対値基準で申出する場合と絶対値基準で申出する場合では、名寄せの方法や寄附者に含まない

者など、その数え方が違います。 

 

（２）「寄附者名簿」の備え置き 

指定取得後は、「寄附者名簿」を毎事業年度初めの３か月以内に作成しなければなりません。作成した名

簿は、その作成の日から起算して５年間、その事務所の所在地に備え置く必要があります。 

 

（３）「名寄せ」、「親族合算」等の整理について 

同じ人物が何度も寄附をしたというような場合は、その寄附者を抜き出して合算し、１人としてカウン

トします。このことを「名寄せ」といいます。このように寄附者については、数えられる者と数えられな

い者があるため、整理をしなければなりません。 

 

相対値・絶対値共通事項 

・匿名寄附→算入不可 

・賛助会費→算入可（ただし、対価性の無いもののみ可） 

・助成金等→算入可（ただし、対価性の無いもののみ可。国の補助金等は

除く） 

相対値基準 

・1,000 円未満の少額寄附金→算入不可 

・役員および役員の親族等からの寄附→１人からの寄附として基準限度

額超過額 

・基準限度額を超えた寄附→超過額は算入不可 

絶対値基準（3,000 円） 

・3,000 円未満の少額寄附→算入不可 

・寄附者本人と生計を一にする者→１人としてカウント 

・役員および役員と生計を一にする者→算入不可 

絶対値基準（1,000 円） 

・1,000 円未満の少額寄附→算入不可 

・寄附者本人と生計を一にする者→１人としてカウント 

・役員および役員と生計を一にする者→算入不可 

 

（４）「寄附者名簿」の作成方法 

寄附者名簿を作成するには、寄附者に含めてよいものと含めてはならないものを整理した上で作成しな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①氏名または名称 

②住所または事務所の所在地 

③寄附金の額 

④受領年月日を記載した寄附

者名簿を事業年度ごとに作成 

名寄せ、合算等の処理 提出用の寄附者名簿作成 
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受領年月日 寄附者名・名称 住所・事務所の所在地 寄附金額 備考

平成24年4月4日 奈良　次郎 奈良市○○町４－３ 200,000 理事

平成24年4月5日 しか西　一郎 奈良市▲▲町５－１ 300,000 理事

平成24年4月6日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 4,500

平成24年4月7日 株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000

平成24年4月8日 しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000 監事

平成24年4月9日 しか西　三郎 奈良市▲▲町５－１ 50,000 理事しか西一郎の配偶者

平成24年4月10日 生駒　三吉 生駒市▲■町３５－１ 4,000

平成24年4月11日 生駒　美香 生駒市▲■町３５－１ 2,500 生駒三吉の妻

平成24年4月12日 明日　香 奈良県高市郡明日香村 600

平成24年4月13日 大和　大地 不明 5,000 住所不明

平成24年4月14日 高田　さくら 大和高田市◆◆町９８－１ 500

平成24年4月15日 ㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000

平成24年4月16日 奈良　大悟 奈良市○○町４－３ 50,000 理事奈良次郎の父

平成24年4月17日 薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000

平成24年4月18日 春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000 賛助会費

平成24年4月19日 猿沢　亀吉 奈良市△△町９－１２ 1,000 賛助会費

平成24年4月20日 不明 不明 3,000

平成24年4月21日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 3,000

5,412,100

平成２４年度寄附者台帳
団体名:NPO法人　しか西さんネットワーク

合計

受領年月日 寄附者名・名称 住所・事務所の所在地 寄附金額 備考

平成24年4月4日 奈良　次郎 奈良市○○町４－３ 200,000 理事

平成24年4月16日 奈良　大悟 奈良市○○町４－３ 50,000 理事奈良次郎の父

250,000

平成24年4月5日 しか西　一郎 奈良市▲▲町５－１ 300,000 理事

平成24年4月9日 しか西　三郎 奈良市▲▲町５－１ 50,000 理事しか西一郎の配偶者

350,000

平成24年4月8日 しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000 監事

150,000

750,000

平成24年4月6日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 4,500

平成24年4月7日 株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000

平成24年4月10日 生駒　三吉 生駒市▲■町３５－１ 4,000

平成24年4月11日 生駒　美香 生駒市▲■町３５－１ 2,500 生駒三吉の妻

平成24年4月15日 ㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000

平成24年4月17日 薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000

平成24年4月18日 春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000 賛助会費

平成24年4月19日 猿沢　亀吉 奈良市△△町９－１２ 1,000 賛助会費

平成24年4月21日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 3,000

1,538,000

2,288,000

平成24年4月12日 明日　香 奈良県高市郡明日香村 600

平成24年4月14日 高田　さくら 大和高田市◆◆町９８－１ 500

1,100

平成24年4月13日 大和　大地 不明 5,000 住所不明

平成24年4月20日 不明 不明 3,000 住所・氏名不明

8,000

5,412,100

①＋②＝Ａ

③１，０００円未満の少額寄附

小計③

④匿名寄附

小計③

合計（Ａ＋③＋④）

奈良次郎　親族合算計ⓐ

しか西一郎　親族合算計ⓑ

しか部花子　親族合算計ⓒ

小計①（ⓐ＋ⓑ＋ⓒ）

②役員及び役員の親族以外で少額寄附者及び匿名寄附者を除いた者

小計②

平成２４年度寄附者台帳
団体名:NPO法人　しか西さんネットワーク

①役員及び役員の親族等

（５）相対値基準の場合の記載例 

①実績判定期間における寄附者台帳等を作成し、受領年月日別の一覧を作成します。 

助成金や賛助会費などを含める場合はそれも記載します。ただし、国の補助金等については、別に計算

するので含めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②役員、役員の親族等や少額寄附者、匿名寄附者等を整理します。 

役員の親族等は役員と名寄せ・合算します。少額寄附者や匿名寄附者についても分かるようにしておきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間中に受けた寄附

をもとに作成。 

相 対値基 準の場 合、

1,000 円未満は少額寄

附として扱います。 

会計用の寄附金として扱

ってない場合でも受入寄

付金として計上している

場合は、すべて記載しま

す。 

相対値基準の場合、役員からの寄附につ

いてそれぞれの親族等の寄附を合算しま

す。（親族合算） 

住所・氏名がわからな

ければ匿名寄附扱いに

なります。 



29 

 

寄附者氏名又は名称 住所又は事務所の所在地 寄附金の額 受領年月日 備考

奈良次郎(親族合算後） 奈良市○○町４－３ 250,000円 平成24年4月4日

しか西一郎(親族合算後） 奈良市▲▲町５－１ 350,000円 平成24年4月5日

しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000円 平成24年4月8日

大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 7,500円 平成24年4月6日

株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000円 平成24年4月7日

生駒　三吉 生駒市▲■町３５－１ 4,000円 平成24年4月10日

生駒　美香 生駒市▲■町３５－１ 2,500円 平成24年4月11日

㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000円 平成24年4月15日

薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000円 平成24年4月17日

春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000円 平成24年4月18日 賛助会費

猿沢　亀吉 奈良市△△町９－１２ 1,000円 平成24年4月19日 賛助会費

2,288,000円

1,100円

8,000円

5,412,100円

少額寄附　計

匿名寄附　計

合計

寄 附 者 名 簿

法人名 NPO法人　しか西さんネットワーク 事業年度
平成23年4月1日～
平成24年3月31日

小計

③「寄附者名簿」に転記します 

整理したものをもとに、寄附者名簿を作成します。寄附者名簿を作成する際、計算方法がすぐにわかる

ように、整理した形で提出する方が望ましいです。また、積算資料として名寄せ等の整理をする前のもの

もあわせて提出しましょう。 

また、役員の親族合算をした合計の寄附金額が 20 万円以上になる場合は、「第１表付表１」に記載しな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少額寄附、匿名寄附は基

準の計算上控除します。 

寄附者名簿の中で分けて

記載しましょう！ 

合計額は、「第１表付表１」

のＡ欄（受入寄附金総額）お

よび「第７表エ」（受入寄 

附金総額）と一致します。 

全ての寄附者について

名寄せしておく方が望

ましいでしょう。 

役員からの寄附を含めても構いません。

その場合は、名寄せして記載します。 

この金額が 20 万円を超える場合は「第 1

表付表１」の「３」に記載が必要です。 

寄附者名簿に賛助会費や助成金を

記載する場合は、その旨を備考欄

に記載しましょう。ただし、対価性

のないものに限ります。 

寄附者名簿は実績判定

期間の通算で作成しま

す。 
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受領年月日 寄附者名・名称 住所・事務所の所在地 寄附金額 備考

平成24年4月4日 奈良　次郎 奈良市○○町４－３ 200,000 理事

平成24年4月5日 しか西　一郎 奈良市▲▲町５－１ 300,000 理事

平成24年4月6日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 4,500

平成24年4月7日 株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000

平成24年4月8日 しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000 監事

平成24年4月9日 しか西　三郎 奈良市▲▲町５－１ 50,000 理事しか西一郎の配偶者

平成24年4月10日 生駒　三吉 生駒市▲■町３５－１ 4,000

平成24年4月11日 生駒　美香 生駒市▲■町３５－１ 2,500 生駒三吉の妻

平成24年4月12日 明日　香 奈良県高市郡明日香村 600

平成24年4月13日 大和　大地 不明 5,000 住所不明

平成24年4月14日 高田　さくら 大和高田市◆◆町９８－１ 500

平成24年4月15日 ㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000

平成24年4月16日 奈良　大悟 奈良市○○町４－３ 50,000 理事奈良次郎の父

平成24年4月17日 薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000

平成24年4月18日 春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000 賛助会費

平成24年4月19日 猿沢　亀吉 奈良市△△町９－１２ 1,000 賛助会費

平成24年4月20日 不明 不明 3,000

平成24年4月21日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 3,000

5,412,100

平成２４年度寄附者台帳
団体名:NPO法人　しか西さんネットワーク

合計

受領年月日 寄附者名・名称 住所・事務所の所在地 寄附金額 備考

平成24年4月10日 生駒　三吉 生駒市▲■町３５－１ 4,000

平成24年4月11日 生駒　美香 生駒市▲■町３５－１ 2,500 生駒三吉の妻

小計 生駒　三吉 6,500

平成24年4月6日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 4,500

平成24年4月21日 大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 3,000

小計 大仏　伝次郎 7,500

平成24年4月7日 株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000

平成24年4月15日 ㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000

平成24年4月17日 薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000

平成24年4月18日 春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000 賛助会費

1,523,000

1,537,000

平成24年4月4日 奈良　次郎 奈良市○○町４－３ 200,000 理事

平成24年4月5日 しか西　一郎 奈良市▲▲町５－１ 300,000 理事

平成24年4月8日 しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000 監事

平成24年4月9日 しか西　三郎 奈良市▲▲町５－１ 50,000 理事しか西一郎の配偶者

平成24年4月16日 奈良　大悟 奈良市○○町４－３ 50,000 理事奈良次郎の父

750,000

平成24年4月12日 明日　香 奈良県高市郡明日香村 600

平成24年4月14日 高田　さくら 大和高田市◆◆町９８－１ 500

平成24年4月19日 猿沢　亀吉 奈良市△△町９－１２ 1,000 賛助会費

2,100

平成24年4月13日 大和　大地 不明 5,000 住所不明

平成24年4月20日 不明 不明 3,000

8,000

5,412,100

小計

3,000円未満の少額寄附

小計

匿名寄附

小計

合計

名寄せする必要のある者

名寄せする必要のない者

小計

計

【カウントしない者】

役員及び役員と生計を一にする者

平成２４年度寄附者台帳
団体名:NPO法人　しか西さんネットワーク

【カウントする者】

（５）絶対値基準の場合の記載例 

① まずは、寄附者台帳等を作成し、事業年度ごとに分けて、受領年月日別の一覧を作ります。 

事業年度ごとに分けて作成します。その際、助成金や賛助会費などを計算に含め場合、それも記載します。

ただし、国の補助金等については、含めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 同一人物からの寄附、役員、役員と生計を一にする者からの寄附、少額寄附、匿名寄附等を整理します 

カウントできる者とカウントできない者がありますので、それぞれわかるように整理をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶対値基準の場合は、事

業年度ごとに分けて作成

します。 

会計上寄附金として扱っ

ていなくても、受入寄付

金として計上している場

合は、すべて記載します。 

同一人物、寄附者本人と

生計を一にする者などを

名寄せします。 

絶対値基準の場合は、役

員及び役員と生計を一に

する者は数に入れること

はできません。 

絶対値基準（3,000 円）の場合は、

3,000 円未満を少額寄附として扱いま

す。 

※絶対値基準 1,000 円の場合は 1000

円未満を少額寄附として扱います。 
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寄附者氏名又は名称 住所又は事務所の所在地 寄附金の額 受領年月日 備考

大仏　伝次郎 奈良市●◎町１０－５ 7,500円 平成24年4月6日

株式会社●▼■ 大阪市○○区２１－１ 1,000,000円 平成24年4月7日

生駒　三吉・美香 生駒市▲■町３５－１ 6,500円 平成24年4月10日

㈶なら★★協会 奈良市☆☆町８７－１ 500,000円 平成24年4月15日

薬師寺　都 奈良市○町５７２－１ 20,000円 平成24年4月17日

春日　大 奈良市□□町１１－９ 3,000円 平成24年4月18日 賛助会費

1,537,000円

奈良次郎(親族合算後） 奈良市○○町４－３ 250,000円 平成24年4月4日

しか西一郎(親族合算後） 奈良市▲▲町５－１ 350,000円 平成24年4月5日

しか部　花子 奈良市★★町４５－３ 150,000円 平成24年4月8日

2,100円

8,000円

760,100円

5,412,100円

【以下、50人にカウントしない者】

少額寄附　計

匿名寄附　計

小計

合計

寄 附 者 名 簿

法人名 NPO法人　しか西さんネットワーク 事業年度
平成23年4月1日～
平成24年3月31日

小計

③ 「寄附者名簿」に転記します。 

整理したものをもとに、寄附者名簿を作成します。寄附者名簿を作成する際、計算方法がすぐにわかる

ように、整理した形で提出する方が望ましいです。また、積算資料として名寄せ等の整理をする前のもの

もあわせて提出しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附者と生計を一にする

者からの寄附や同一人物

からの寄附は名寄せして

記載します。 

絶対値基準の場合は、寄

附者名簿は事業年度ごと

に作成します。 

寄附者名簿に、賛助会費

や助成金を記載する場

合は、その旨を備考欄に

記載しましょう。ただ

し、対価性の無いものに

限ります。 

役員及び役員と生計を一

にする者からの寄附や少

額寄附金、匿名寄附金は、

計算上控除します。寄附

金名簿の中でも分けて記

載しましょう。 

合計額は、「第１表付表１」

のＡ欄（受入寄附金総額）お

よび「第７表エ」（受入寄 

附金総額）と一致します。 

 寄附金の額が 3,000 円以上かどうかは、実績判定期間内の各事業年度ごとの合計額で判定する

こととなります。  

 したがって、例えば、３月決算(実績判定期間が平成 23 年３月期、平成 24 年３月期の２事業

年度とします)の法人が、 寄附者Ａさんから以下のように５回に分けて合計 10,000 円の寄附を受

けた場合、平成 23 年３月期は合計 8,000 円の寄附金となりますので、 寄附者数に含めますが、

平成 24 年３月期は合計 2,000 円の寄附金となりますので、寄附者数に含めないこととなりま

す。  

《寄附者Ａさんからの寄附内訳》 

事業年度 寄附年月 寄附金額 備考 

平成 23 年３月期 

平成 22 年５月 2,000 円 

合計 8,000 円≧3,000 円 

⇒１人としてカウント 

平成 22 年８月 2,000 円 

平成 22 年 10 月 2,000 円 

平成 23 年２月 2,000 円 

平成 24 年３月期 平成 23 年５月 2,000 円 
合計 2,000 円＜3,000 円 

⇒１人としてカウントしない 

 

絶対値基準におい

て、同一人物が年度を

またいで数回に分けて

寄附している場合、寄

附者数はどのように計

算するのでしょうか？  
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３．指定基準等チェック表 第 1 表の作成例 

「指定基準等チェック表 第１表」は、指定の要件の基準である相対値基準・絶対値基準（3,000 円×50 人）・

絶対値基準（1,000 円×100 人）を満たしているかどうかを確認するための書類です。どのパターンで申請す

るかによって、提出する書類が違いますので、注意しましょう。 

 

（１）「相対値基準用」作成にあたって  

実績判定期間内に経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が20％以上であるかどうかを確

認するための様式です。  

相対値基準の第１表の上半分は、経常収入金額（分母）の計算で、下半分は、寄附金等収入金額（分子）

の計算です。「寄附金等収入金額」（分子）÷「経常収入金額」（分母）が20％を超えていれば、基準を

をクリアしたことになりますので、右上のチェック欄に「○」を記載します。  

第１表の記載に当たっては、実績判定期間における各事業年度の数字の合計額を記載します。つまり、実

績判定期間が２年間の場合は、２年間の合計額を記載しますので、活動計算書の数字を２年間分足すとこの

様式に記載した額と一致するはずです。  

なお、特定非営利活動に係る事業以外のその他の事業を実施している場合は、その他の事業の分も合算し

ます。  

 

「指定基準等チェック表」（第１表 相対値基準用）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「総収入金額㋐」欄 

 

 

 

 

 活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合

計額を記載します。 

 

その他の事業がある場合に

は、特定非営利活動に係る事

業と全てのその他の事業の経

常収益計と経常外収益計の合

計額を記載します。 

「国の補助金等の金額㋑」欄 総収入金額のうち、国、地方公共団体、法人税

法別表第１に掲げる独立行政法人、地方独立行政

法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び

我が国が加盟している国際機関（以下「国等」と

いいます。）からの補助金その他国等が反対給付

を受けないで交付するもの（以下「国の補助金等」

といいます。）の金額の合計金額を記載します。 

「国の補助金等の金額㋟」

欄に金額の記載がある場合は

記入できません。 

「委託の対価としての収入で国等か

ら支払われるものの金額㋒」欄 

 総収入金額のうち、国等からの委託事業費の合

計金額を記載します。 

 

「法律等の規定に基づく事業で、その

対価を国又は地方公共団体が負担する

こととされている場合の負担金額㋓」欄 

総収入金額のうち、法律又は政令の規定に基づ

き行われる事業でその対価の全部又は一部につ

き、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方

公共団体が負担することとされている場合のそ

の負担部分の合計金額を記載します。 

 

「資産の売却収入で臨時的なものの

金額㋔」欄 

 総収入金額のうち、固定資産や有価証券等の売

却収入額を記載します。 

貸借対照表等において固定

資産として経理している資産

であっても、実質的に販売用

の資産であるものは除かれま

す。 

「遺贈により受け入れた寄附金等の

うち基準限度超過額に相当する金額㋕」

～「寄附者の氏名（法人の名称）等が明

らかでない寄附金額㋗」及び「受入寄附

金総額㋙」～「寄附者の氏名（法人の名

称）等が明らかでない寄附金額㋜」の各

欄 

「第１表付表１（相対値基準用）」の各該当欄の

金額を転記します。 

 

「会費収入㋞」欄 「差引金額㋝」欄と「第１表付表２（相対値基

準用）④」欄のうちいずれか少ない金額を記載し

ます。 

 

「国の補助金等の金額㋟」欄 国の補助金等の金額を算入する場合は、「差引

金額㋝」欄の金額を限度として記載します。 

国の補助金等の金額を算入

するか否かは、法人の選択と

なります。 
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「指定基準等チェック表 第 1 表」作成例 

 

 

23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

① 円 ←

←

㋐ 円 ←

㋑ 円 ←

㋒ 円 ←

㋓ 円 ←

㋔ 円 ←

㋕ 円 ←

㋖ 円 ←

㋗ 円 ←

㋘ 円 ①

② 円 ←

←

㋙ 円 ←

㋚ 円 ←

㋛ 円 ←

㋜ 円 ←

㋝ 円 ←

㋞ 円 ←

㋟ 円 ←

㋠ 円 ②

③

（注意事項）

・

・

平成
実績判定期間NPO法人しか西さんネットワーク法人名

平成

総　収　入　金　額

控

除
金

額

チェック欄
　経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が実績判定期間（注意事項参照）
において１０分の１以上であること。 ○

6,970,300

1,100

8,000

実績判定期間

7,979,400

経 常 収 入 金 額 （ ㋘ の 金 額 ）

6,970,300

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合計額

が１千円未満のものの額（付表１（相対値基準用）Ⓗ欄）

寄附者の氏名（法人の名称）等が明らかでない寄附金額（付表１（相対値基準用）Ⓓ欄）

差引金額　（㋐－㋑－㋒－㋓－㋔－㋕－㋖－㋗）

500,000

500,000

国の補助金等の金額（㋟欄に金額の記載がある場合は、記入不可）

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされてい

る場合の負担金額

資産の売却収入で臨時的なものの金額

遺贈により受け入れた寄附金等のうち基準限度超過額に相当する金額（付表１（相対値基

準用）Ⓙ欄の「（　）」）

基 準 と な る 割 合 （ ② ÷ ① ） 78.8%

5,489,769寄 附 金 等 収 入 金 額 （ ㋠ の 金 額 ）

控
除

金
額

一者当たり基準限度超過額の合計額（付表１（相対値基準用）Ⓙ欄）

寄附者の氏名(法人の名称）等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合計額

が１千円未満のものの額（付表１（相対値基準用）Ⓗ欄）

国の補助金等の金額（㋝欄の金額を限度とする。）

合計金額　（㋝＋㋞＋㋟）

5,421,200

515,760

1,100

8,000

4,896,340

593,429

5,489,769

受入寄附金総額（付表１（相対値基準用）Ⓐ欄）

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかでない寄附金額（付表１（相対値基準用）Ⓓ欄）

差引金額　（㋙－㋚－㋛－㋜）

会費収入（㋝欄と付表２（相対値基準用）④欄のうちいずれか少ない金額）

実績判定期間とは、申出書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（指定を受けたことのない法人の場合は２年）内に終了した各事

業年度のうち最も早い事業年度の初日から申出書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

したがって、例えば、３月決算法人が２５年６月に申出書を提出する場合、実績判定期間は２０年４月１日から２５年３月３１日（指定を

受けたことのない法人の場合は２３年４月１日から２５年３月３１日）となります。

チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に「○」を記載してください（第２表以下につい

ても同様です。）。

指定基準等チェック表（第１表　相対値基準用）

（条例第４条第１項第２号ア（１）関係）

実績判定期間中の「経常収

益計」と「経常外収益計」の

合計額を記載します。 

基準をクリアしていればチェ

ック欄に「○」を入れます。 

各欄が活動計算書（収支計算

書）等の金額と一致している

かを確認してください。 

国の補助金等を算入しない

(控除する)場合は、ここにそ

の数字を入れます。 

実績判定期間中の寄附金の総額を

記載します。 

「受取寄附金」や「受取助成金」な

どが該当します。 

付表２で計算した金額と「セ」の金

額のいずれか少ない方を記載しま

す。 

㋑欄に記入する場合は、㋟欄は空白

になります。 

小数点第 2 位以下切り捨て。 

10%以上で要件を満たします。要件を満たした場

合、上のチェック欄に「○」を記載します。 

同額になります。 
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（２）「絶対値基準用」作成にあたって  

実績判定期間内に①3,000円以上の寄附者が平均して50人以上、②1,000円以上の寄附者が平均して

100人以上いるかどうかを確認するための様式です。  

①実績判定期間中の各事業年度で 3,000 円以上の寄附者がそれぞれ 50 人以上いる場合は、「はい」に

「○」を記入するだけで構いません。そうではなく、平均して 50 人となる場合、つまり、3,000 円以

上の寄附者が 50 人未満の年がある場合は、様式の後半部分にそれぞれの事業年度の寄附者数を記入し

ます。実績判定期間の月数で割って、50 名を超えていれば、チェック欄に「○」を記入します。 

②実績判定期間中の各事業年度で 1,000 円以上の寄附者がそれぞれ 100 人以上いる場合は、「はい」に

「○」を記入するだけで構いません。そうではなく、平均して 100 人となる場合、つまり、3,000 円

以上の寄附者が 100 人未満の年がある場合は、様式の後半部分にそれぞれの事業年度の寄附者数を記

入します。実績判定期間の月数で割って、100 名を超えていれば、チェック欄に「○」を記入します。 

 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「実績判定期間内の各事業年度」欄 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度を、「ⓐ」から「ⓔ」

の各欄に記載します。また、各事業年度において、

寄附金額の合計額が年 3,000 円（1,000 円）以

上の寄附者の数が 50 人（100 人）以上である

場合は下欄の「はい」、50 人（100 人）未満で

ある場合は「いいえ」に□に✔チェックをします。

なお、寄附金額の合計額が年 3,000 円（1,000

円）以上の寄附者の数が 50 人以上であるかどう

かの判定に当たっては、チェック欄の事項にご注

意ください（確認後は、□に✔を記入してくださ

い。）。実績判定期間内のすべての事業年度におい

て、「はい」に、□に✔チェックがされている場合

は、その下の「年 3,000 円（1,000 円）以上の

寄附者の数」の計算の表及びその下の計算式の記

入は必要ありません。 

寄附者の数の算出に当たっ

ては、次の点に注意してくだ

さい。 

ア 寄附者の氏名（法人・団体

にあっては、その名称）及びそ

の住所が明らかな寄附者のみ

を数えます。 

イ 寄附者本人と生計を一に

する方を含めて一人としま

す。 

ウ 貴法人の役員及びその役

員と生計を一にする方は寄

附者の数に含めません。 

 

「年 3,000 円以上の寄附者の数」欄 実績判定期間内の各事業年度における、寄附金

額の合計額が 3,000 円（1,000 円）以上の寄附

者の数を、「ⓐ」から「ⓔ」の各欄に記載し、合計

を「Ａ」欄に記載します。 

 

「実績判定期間の月数」欄 実績判定期間の月数の総数を「Ｂ」欄に記載し

ます。 

月数は暦に従って計算し、

一月未満の端数がある場合は

一月に切り上げます。 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

1

2

3

≧5０人

（注意事項）

・実績判定期間とは、申出書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（指定を受けたことのない法人の場合は２年）内に

終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申出書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

したがって、例えば、３月決算法人が２５年６月に申出書を提出する場合、実績判定期間は２０年４月１日から２５年３月３１

日（指定を受けたことのない法人の場合は２３年４月１日から２５年３月３１日）となります。

・チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に□に✔をしてください（第２表以

下についても同様です。）。

・なお、指定審査の過程において、年3,000円以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合がありますので、

寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

＝
100

24

50 人

実績判定期間の年3,000円以上

の寄附者数

実績判定期間の月数 Ｂ

Ａ

24

実績判定期間の月数

（注）一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

人

月

平成25年3月31日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

はい はい はい はい はい

いいえ

月

人
×12

100 人

合計

（条例第４条第１項第２号ア（２）関係）

ⓔⓒⓐ

年3,000円以上
の寄附者の数

いいえ いいえ いいえ いいえ

年3,000円以上の寄 附者

の数が50人以上である

ⓐ

Ａ

人

寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。

寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

指定基準等チェック表　（第１表　絶対値基準用）３，０００円５０人用

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

ⓑ ⓓ

実績判定
期間内の

各事業年度

自

至

平成23年4月1日

平成24年3月31日

Ｂ

ⓒ ⓓ

【チェック欄】

ﾁｪｯｸ欄

　実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が３，０００円以上である寄附者の数の合計
数が年平均５０人以上であること

【留意事項】

寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

平成24年4月1日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

人 人

ⓑ ⓔ

25 75人

○実績判定期間内において、寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数が年50人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均50人以上かどうかを判定してください。

上の表でⓐ、ⓑともに「はい」

の場合は、記入不要。 

50 人以上であれば要件を満

たします。 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

1

2

3

寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。

貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

（注意事項）

・　実績判定期間とは、申出書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（指定を受けたことのない法人の場合は２年）内

に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申出書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

したがって、例えば、３月決算法人が２５年６月に申出書を提出する場合、実績判定期間は２０年４月１日から２５年３月３１

日（指定を受けたことのない法人の場合は２３年４月１日から２５年３月31日）となります。

・　チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に□に✔をしてください（第２表

以下についても同様です。）。

・　なお、指定審査の過程において、年1,000円以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合がありますの

で、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

いいえ いいえ いいえ いいえ

年1,000円以上の寄 附者

の数が100人以上である

実績判定期間の月数
Ｂ

24 月（注）一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

100 人
実績判定期間の月数 Ｂ

24 月

≧１００人

実績判定期間の年1,000円以上

の寄附者数
Ａ

200 人
×12

＝

○実績判定期間内において、寄附金額が年1,000円以上の寄附者の数が年100人未満の事業年
度がある場合は、下欄により、年平均100人以上かどうかを判定してください。

年1,000円以上
の寄附者の数

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ

貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

合計

25 人 175 人 人 人 人

Ａ

200 人

はい

平成25年3月31日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

自 平成23年4月1日 平成24年4月1日 　年　月　日 　年　月　日

いいえ

はい はい はい

指定基準等チェック表　（第１表　絶対値基準用）１，０００円１００人用

（条例第４条第１項第２号ア（２）関係）

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が１，０００円以上である寄附者の数の合計数
が年平均１００人以上であること

ﾁｪｯｸ欄

【留意事項】

　年　月　日

至 平成24年3月31日

実績判定
期間内の

各事業年度

【チェック欄】

はい

上の表でⓐ、ⓑともに「はい」

の場合は、記入不要。 

100 人以上であれば要件を

満たします。 
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寄附者氏名、名称 ①寄附金額
②（①欄と、「受入寄付金総額の１０％（Ⓕにつ
いては５０％）相当額」のいずれか少ない金額

基準限度超過額

Ⓕ欄　小計 0円 0円 0円

株式会社●▼■ 1,000,000円 542,120円 457,880円

㈶なら★★協会 500,000円 500,000円 0円

薬師寺　都 20,000円 20,000円 0円

春日　大 3,000円 3,000円 0円

猿沢　亀吉 1,000円 1,000円 0円

… … … …

Ⓖ欄　小計 4,812,100円 4,354,220円 457,880円

明日　香 600 － －

高田　さくら 500 － －

Ⓗ欄　小計 1,100 － －

４．「受け入れた寄附金の明細表 第１表付表１」作成例 

 

（１）「受け入れた寄附金の明細表」とは 

「受け入れた寄附金の明細表」は、「指定基準等チェック表 第１表付表１」として扱われます。相対値基準

で申請する時には、この書類を添付しなければなりません。 

 

（２）作成手順  

①「受入寄附金総額」をⒶ欄に記入し，基準限度額（受入寄附金総額の 10％の場合と 50％の場合）を計

算してそれぞれⒷ欄とⒸ欄に記入します。 

②「受入寄附金総額」を、「２．寄附者の氏名及びその住所が明らかでない寄附金」と「３．寄附者の氏名

及びその住所が明らかな寄附金」に分けます。 

「２．寄附者の氏名及びその住所が明らかでない寄附金」＝ 27,450 円･･･付表１のⒹ欄に記入 

「３．寄附者の氏名及びその住所が明らかな寄附金」 ＝12,007,750 円 

③「３．寄附者の氏名およびその住所が明らかな寄附金」について、以下のものに区分します。 

□ 役員等からの寄附金で、その金額が 20 万円以上のもの ･･･付表１のⒺ 

□ 同一の者からの寄附金の額が 1,000 円未満のもの（少額寄附） ･･･付表１のⒽ 

□ 特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人からの寄附金 ･･･付表１のⒻ 

□ その他 ･･･付表１のⒼ 

 

④それぞれの区分ごとに、基準限度超過額を計算します。  

上記のうち、「役員等からの寄附金で、その金額が 20 万円以上のもの」については、付表１に直接記

入します。それ以外の３区分については、以下のように基準限度超過額を計算し、その合計額を付表１

のそれぞれの箇所に転記するとわかりやすいでしょう。 

 

 

（寄附金の基準限度超過額計算資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例では 

5,421,200×0.5＝2,710,600 円 

5,421,200×0.1＝542,120 円 

付表 1 のⒼ 欄にそれぞれ転記 

付表 1 のⒻ 欄にそれぞれ転記 

付表 1 のⒽ 欄にそれぞれ転記 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

Ⓐ 円

Ⓑ 円

Ⓒ 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

Ⓕ 円 円 円

（ ） （ ） （ ）

円 円 円

（ ）

円

（ ） （ ）

円 円
Ⓙ

515,760
合　　計（Ⓔ＋Ⓕ＋Ⓖ＋Ⓗ）

（注意事項）

①～③の各欄の「（ ）」には、遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に

係る相続の開始があったことを知った日の翌日から１０月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者から贈

与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金の額を記載してください。

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人

Ⓕ欄以外の者

5,413,200
Ⓘ

1,100

4,812,100 4,354,220 457,880

600,000 542,120 57,880

しか部花子 監事

35,290250,000 214,710

150,000 150,000

理事

Ⓗ
同一の者からの寄附金の額が１千円未満

のものの合計額

Ⓖ

Ⓔ
役員等からの寄附金の額が20万円以上

のものの合計額

Ⓔ欄以 外の 同一

の 者か らの 寄附

金 の額 が１ 千円

以 上の もの の合

計額

奈良次郎 理事

しか西一郎

Ⓓ 円

２　寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金

Ⓐのうち寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかでな
い寄附金の額

8,000

542,120

2,710,600

役職役員の氏名

３　寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附金

① の う ち 基 準 限 度 超 過額

（①－②）

③②

① 欄 とⒷ（ 特 定公 益増 進法

人、認定特定非営利活動法人

についてはⒸ）欄のいずれか

少ない金額

①

寄附金額

350,000 214,710 135,290

受入寄附金総額

基準限度額（受入寄附金総額の１０％相当額（Ⓐ×１０％））

基準限度額（受入寄附金総額の５０％相当額（Ⓐ×５０％））

受け入れた寄附金の明細表（指定基準用）　　第１表付表１（相対値基準用）

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

5,421,200

１　基準限度額の計算　

名寄せ名簿を参考にして転記します。 

 

名寄せした名簿を見て転記し

ます。役員はすべての親族を合

算する必要があります。 

寄附金の基準限度超過額計算資

料から転記します。 

 

名寄せした名簿を見て転記しま

す。 

 

Ⓓ 欄とⒾ 欄の合計は、必ず

Ⓐ 欄と一致します。 
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「受け入れた寄附金の明細表（指定基準用）」第１表付表１（相対値基準用） 記載要領 

 

 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「受入寄附金総額Ⓐ」欄  活動計算書の収益の部の受取寄附金及び助成金（対価

性のないものに限ります。）の合計を記載します。 

なお、国の補助金等の金額は、寄附金及び助成金には

含まれません。 

Ⓐ欄の金額は、Ⓓ欄の金額とⒾ欄の金額を合算した金

額になります（Ⓐ＝Ⓓ＋Ⓘ）。 

 受取寄附金は、実際に入金したと

きに収益として計上します。 

 

「役員の氏名」欄 「受入寄附金総額Ⓐ」欄のうち、役員からの寄附金の

合計額が 20 万円以上のものについて各人別に記載しま

す。 

役員からの寄附金の合計額の記載に当たっては、他の

寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親

族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、

これらの者は同一の者とみなして、当該役員からの寄附

金に含めて記載する必要があります。 

なお、各人別の役員からの寄附金の合計額について

は、「役員からの寄附金の額が 20 万円以上のものの合

計額Ⓔ」欄に記載します。 

また、すべての寄附者（役員であって、寄附金の合計

額が 20 万円以上のものに限ります。）について記載し

きれない場合には、「受け入れた寄附金の明細表 第１

表付表１」を利用してください。 

左欄の「特殊の関係」は、次に掲

げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る関係 

② 使用人である関係及び使用人

以外の者で当該役員から受ける

金銭その他の財産によって生計

を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係に

ある者の配偶者及び三親等以内

の親族でこれらの者と生計を一

にしている関係 

「役職」欄  役員の役職（代表理事、常務理事等）を記載します。  

「特定公益増進法人、認定

特定非営利活動法人Ⓕ」欄 

 特定公益増進法人（法人令 77）、認定特定非営利活動

法人からの寄附金で、同一の法人からの寄附金の額が１

千円以上のものの合計額を記載します。 

Ⓕ欄の①～③の各欄には、寄附者

毎に①－②＝③を計算し、それぞれ

の合計を記載することとなります。 

 

「Ⓕ欄以外の者Ⓖ」欄  上記Ⓕ欄記載以外の者からの寄附金で、同一の者から

の寄附金の額が１千円以上のものの合計額を記載しま

す。 

Ⓖ欄の①～③の各欄には、寄附者

毎に①－②＝③を計算し、それぞれ

の合計を記載することとなります。 

「同一の者からの寄附金の

額が１千円未満のものの合

計額Ⓗ」欄 

 同一の者からの寄附金の額が１千円未満のものの合

計額を記載します。 
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５．「社員から受け入れた会費の明細表 第１表付表２」作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

※　アとイの基準を満たしている場合は、「２　社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」を行ってください。

　　判定の「はい」・「いいえ」の□に✔をして下さい。

はい

いいえ

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

　社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のアとイの基準を満たす必要がありま
す。

共益的活動の割合（第５表③欄 ）

①から控除する金額（①×②）

基　　　　　準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判　　定

円

％

円

ア
社員の会費の額が合理的な基準

により定められている

寄附附則に社員の会費の額を規定

正会員(個人）5,000円／年

正会員(団体）10,000円／年

イ
社員（役員等を除く。）の数が

20人以上である
社員名簿に65名記載

はい

いいえ

円

第１表（相対値基準用）㋞欄へ

↓

社員から受け入れた会費の明細表（指定基準用）　第１表付表２（相対値基準用）

２　社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算

１　社員の会費に関する基準

差　　引　　金　　額（①－③）

① 620,000

② 4.3

③ 26,571

④ 593,429

社員の会費の額の合計額

第 1 表の㋞欄に転記します。た

だし、上限は第 1 表の㋝欄が限

度です。 

 

活動計算書の収益の部に計上され

ている社員（正会員）の会費の額を

記載します。未収会費額は算入しま

せん。 

 

第 5 表③欄を記載します。 
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「社員から受け入れた会費の明細表（指定基準用）」第１表付表２（相対値基準用） 記載要領 

 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「基準イ」欄  「役員等」とは、役員並びに役

員の配偶者及び三親等以内の親

族並びに当該役員と特殊の関係

のある者をいいます。 

なお、上記の特殊の関係とは、

次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情

にある関係 

② 使用人である関係及び使用

人以外の者で当該役員から受

ける金銭その他の財産によっ

て生計を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係

にある者の配偶者及び三親等

以内の親族でこれらの者と生

計を一にしている関係 

 

「基準を満たしている旨を証

する書類の名称とその内容

等」欄 

① ア欄には、例えば、「定款（又は会則）第○条に社員

の会費の額については、一律○円と規定」のように、

基準を満たしている旨を証する書類の名称と合理的

な基準により定められている旨を記載します。 

② イ欄には、例えば、「社員名簿に○名登載」のように

記載します。 

 

「社員の会費の額の合計額

①」欄 

活動計算書の収益の部に計上されている社員の会費

の額を記載します。 

活動計算書の会費収入に期末

の未収会費額を計上している場

合には、当該欄に未収会費額は

算入できませんので、未収計上

した会費の額は会費収入から控

除する必要があります。 
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６．「指定基準チェック表（第 2 表）ボランティア・協働」作成例 

 

ボランティア・協働に関する基準：次の①②のいずれかに適合すること。 

  ①当該活動に携わった、氏名等を把握しているボランティアスタッフがのべ１００人以上であること。 

②協働の実績について、行政や他の団体との協働事業が年１回以上あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

（条例第４条第１項第４号イ関係）

地方公共団体又はその他の団体と協働した実績とは、地方公共団体又はその他の団体と行う委託事業、補助事

業、助成事業、共同研究とし、その実施内容が契約書や協定書、交付決定通知書等で確認できるもの

※

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

ﾁｪｯｸ欄

(2)事業活動に関し、地方

公共団体等と協働し た実

績が各事業年度に１ 回以

上あること。

事業活動に関し、地方公共団体等と協働した実績が各事業年度に１回以上あること。

氏名及び住所が明らかで、かつ、報酬を受けないで活動を行ったボランティアが、各事業年度におい
て延べ100人以上であること。

（２）

（１）

ⓔ

自 平成23年4月1日 平成24年4月1日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

ⓐ

平成25年3月31日

ⓑ ⓒ ⓓ

　年　月　日 　年　月　日

(1)氏名及び住所が明らか

で、かつ、報酬を受 けな

いで活動を行ったボ ラン

ティアが、各事業年 度に

おいて延べ100人以上で

あること。 134 人 145 人 人 人 人

至 平成24年3月31日 　年　月　日

はい はい

指定基準等チェック表（第２表）ボランティア・協働

はい はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

実績判定
期間内の

各事業年度

はい

いいえ

ボランティアの氏名・住所を把

握している必要があります。名

簿の整理をしましょう。 

 

指定を受けたことがない NPO

法人については、実績判定期間

は 2 年です。 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

※

※

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

はい はい(ウ)各事業年度におい
て、会員以外の市民を対
象とした事業活動に関す
る催しを四回以上開催し
ていること。

はい はい

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

はい はい(イ)その事業活動につい
て継続的に会報を発行
し、当該会報を会員以外
の市民にも配布し、又は
閲覧させていること。

はい はい

はい はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

(ア)その事業活動につい
てインターネットの利用
その他の情報通信の技術
を利用する方法により公
開していること。

はい

いいえ

はい はい

３　その事業活動を広く市民に周知されているかどうかを判断するための基準として、次に掲げる基準のいずれかに適
合すること。

実績判定
期間内の

各事業年度

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ

自 平成23年4月1日 平成24年4月1日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

至 平成24年3月31日 平成25年3月31日 　年　月　日 　年　月　日 　年　月　日

市内の公共施設等とは、市内の公共施設、官公庁、医療機関、小売店等で不特定の者が自由に出入りできる場所

各事業年度において、会員以外の市民を対象とした事業活動に関する催しを四回以上開催していること。ウ

指定基準等チェック表（第３表）

（条例第４条第１項第３号関係）

その事業活動について継続的に会報を発行し、当該会報を会員以外の市民にも配布し、又は閲覧させていること。イ

事業活動を掲載した会報誌等とは、特定非営利活動法人が定期的に発行する会報誌や随時に発行する活動案内

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

ﾁｪｯｸ欄
３　その事業活動を広く市民に周知されているかどうかを判断するための基準として、次に掲げる基準の
いずれかに適合すること。

ア その事業活動についてインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公開していること。

市内の地方公共団体が発行する広報紙等とは、市内の地方公共団体が発行する広報紙、市内を対象として刊行される日刊紙、テレビ

ジョン及びラジオ放送（放送法による基幹放送又は有線による放送）のうち毎日放送されるもので書面又は磁気ディスク等の電磁的方

法によりその情報の提供が確認できるもの

※

７．「指定基準チェック表（第３表）」作成例 

 

次の①②③のいずれかに適合すること。 

①インターネットを通じて活動を公開している。 

②会報誌を発行し、会員以外にも配布・閲覧の対応をしている。 

③一般を対象としたセミナー等を年４回以上実施している。 

指定を受けたことがない NPO

法人については、実績判定期間

は 2 年です。 
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８．「指定基準チェック表（第４表）」作成例 

 

継続性のある活動を行っている。 

市内における事業活動が、指定申出書を提出した日の最初に到来する事業年度の初日から起算して５年以上

継続すると見込まれること。 

 

23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

４

４　市内において、事業の継続が申出の日以後最初に到来する事業年度の初日から起算して５年間見込ま
れること。

ﾁｪｯｸ欄

※ 規則第２条に定める指定の申出の日以後最初に到来する事業年度の初日から起算して５年間の各事業年度の事業計画書及び
活動予算書により判断する

市内において、事業の継続が申出の日以後最初に到来する事業年度の初
日から起算して５年間見込まれること

はい

いいえ

指定基準等チェック表（第４表）

（条例第４条第１項第４号関係）

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

任意団体 

 

NPO 法人 

 

指定 NPO 法人 

 

認定 NPO 法人 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

（指標 ）

←
↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

②

円

実績判定期間

4.3基準となる割合 （②÷①） ③
％

150,000

150,000

円

会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行わ

れるもの等を除く。）に係る金額等

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等

便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等

合     計     （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） 300,000

ウ ⓓ

ⓕ

円

円

円

円
ⓑ

エ ⓔ

ア

ⓒイ

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等

①のうちア～エの活動に係る金額等 ②
円

ⓐ

すべての事業活動に係る金額等 ①
円

300,000

7,000,000

円

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会員等相互
の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われ
るもの等を除く。）

会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者である活動

特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

ア

イ

ウ

エ

実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること

ﾁｪｯｸ欄

指定基準等チェック表　（第５表）
（条例第４条第１項第５号関係）

指定基準等チェック表　（第５表）

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

９．「指定基準チェック表（第５表）」作成例 

 

事業活動において、共益的な活動の占める割合が５０％未満であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例］怪異に限定したセミナー・

講習会に係る事業費の金額 

 

［例］参加者をある自治会地区に限定

した交流事業等に係る事業費の金額 

 

50%未満かどうか。50%未満であれ

ばチェック欄に✓を記載します。 
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「指定基準等チェック表」（第５表）記載要領 

 

 

 

 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「すべての事業活動に係る
金額等①」欄 
 
 
 

 活動計算書の事業費の合計金額（その他の事
業がある場合は、特定非営利活動に係る事業費
計とその他の事業の事業費計の合計金額）を記
載します。算出方法を具体的に示す資料を添付
してください。 

 実績判定期間において使用する「指標」は、
例えば、その実績判定期間に行った事業活動に
係る事業費の額、従事者の作業時間数など合理
的なものを使用します。 

「①のうち上記ア～エの活
動に係る金額等②」欄 

「合計ⓕ」欄の金額等を転記します。  

「ⓐ～ⓔ」各欄共通事項 
 
 

「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等は、①で
用いた「指標」と同様の「指標」により算出し
ます。 

 「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等について
は、重複する部分がある場合には一方から控除
して記載します。 

「会員等に対する資産の譲
渡等の活動（対価を得ない
で行われるもの等を除く。）
に係る金額等ⓐ」欄 

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け
又は役務の提供に係る活動（対価を得ないで行
われるもの等を除きます。）に係る金額等を記
載します。 

この表において「会員等」とは、次の者をい
います。 
① 会員 
② 当該申出に係る法人から継続的に若しく

は反復して資産の譲渡等を受ける者又は相
互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する
者として当該法人の帳簿又は書類その他に
氏名（法人・団体にあっては、その名称）が
記載された者であって、継続的に若しくは反
復して資産の譲渡等を受ける者又は相互の
交流、連絡若しくは意見交換に参加する者 

③ 役員 
 なお、①及び②においては、当該法人の運営
又は業務の執行に関係しない者で、当該法人が
行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡
等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の
当該法人の活動に関係しない者は除きます。 

また、「対価を得ないで行われるもの等」に
は、次の対価を得て行うものを含みます。 

・資産の譲渡等に係る通常の対価の10％相
当額以下のもの及び交通費、消耗品費等の
実費相当額 
・役務の提供の対価で最低賃金法による最
低賃金相当金額以下のもの及び付随費用の
実費相当額 

「会員等相互の交流、連絡
又は意見交換その他その対
象が会員等である活動に係
る金額等ⓑ」欄 

会員等相互の交流、連絡、意見交換など、そ
の対象が会員等である活動（以下の①及び②に
該当するものを除きます。）に係る金額等を記
載します。 
① 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付

け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」と
いいます。）に係る活動 

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲
げる活動を主たる目的とする法人が行うそ
の会員等の活動（公益社団法人若しくは公益
財団法人又は認定特定非営利活動法人であ
る会員等が参加しているものに限ります。）
に対する助成 

「便益が及ぶ者が特定の範
囲の者である活動に係る金
額等ⓒ」欄 
 
 

会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に
属する者である活動（以下の①及び②に該当す
るものを除きます。）に係る金額等を記載しま
す。  
① 会員等に対する資産の譲渡等の活動に               

係るもの 
② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲

げる活動を主たる目的とする法人が行う、そ
の会員等の活動（公益社団法人若しくは公益
財団法人又は認定特定非営利活動法人であ
る会員等が参加しているものに限ります。）
に対する助成 

 

「特定の著作物又は特定の
者に関する活動に係る金額
等ⓓ」欄 

特定の著作物又は特定の者に関する普及啓
発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活
動に係る金額等を記載します。 

 

「特定の者に対し、その者
の意に反した作為又は不作
為を求める活動に係る金額
等ⓔ」欄 

特定の者に対し、その者の意に反した作為又
は不作為を求める活動に係る金額等を記載し
ます。 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

(1) 役員及びその親族等

(2) 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

イ

ウ

エ

ア

　㊟　各欄の人数等は、第６表付表１「役員の状況」から転記してください。

イ
各社員の表決権が平等である

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

定款○○条第１項に「正会員の評決権は平等なものと
する。」と記載。

（注意事項）

・指定基準等チェック表（第６表）は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても
記載及び添付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。
・指定の有効期間の更新の申出に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。

いいえはい

はい

申 出 時

いいえ

いいえ

いいえ

31

ⓒ

はい

はい

はい

ⓓ

ⓔ

ⓕ

4 123

平成

24 4 1

25.0 ％

ⓐ

ⓑ

24 3 31

平成

1 人 12.5 ％ 2 人

平成
はい いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等

いいえ
25 3

人

22.2 2

① ② ③ ④

％ 2

％

人

人

人 人 ％

％

％ 人 ％

％ 人

最も人数が多い「特定の法人の役員又は

使用人である者及びこれらの者の親族

等」のグループの人数

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類
の保存について青色申告法人に準じて行われていること

支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

各社員の表決権が平等であること

ﾁｪｯｸ欄運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

人 ％

⑤

22.2

割　合

（②÷①）

割　合

（④÷①）

項目

ⓐ

役員数

％

年　月　日～年　月　日

22.2

指定基準等チェック表　（第６表）

（条例第４条第１項第６号関係）

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク 実績判定期間
平成

平成

人

人 22.2 ％

年　月　日～年　月　日 人 人

最 も 人 数 が多 い「 親族

等」のグループの人数

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

役員の総数のうちに次の者の数の占める割合が、申出の日において、それぞれ３分の１以下であるこ
と

ア

人

区分

申　　出　　時 8 人

平成２３年４月１日～
平成２４年3月31日 9 2

2
平成２４年４月１日～
平成２５年3月３１日 9 人

年　月　日～年　月　日 人

10．「指定基準チェック表（第６表）」作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各欄の人数等は第６表付表１から転記

します。 

 

実績判定期間の事業年度ごとにそれぞ

れの欄に記載します。 
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ウ

エ

申出時ⓔⓓⓒⓑ

第６表（継紙）

項　　　　　　　目

はい はい

はい

はい

いいえ いいえ いいえ

はい はい

いいえ

はい

ⓐ

いいえ いいえ

いいえ

はい はい

いいえ いいえ

はい

ⓔ 申出時

いいえ いいえ いいえ

はい はい

有 有 有

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ

会計について公認会計士又は監査法
人の監査を受けている

帳簿書類の備付け、取引の記録及び
帳簿書類の保存を青色申告法人に準
じて行っている

㊟　該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第６表付表２「帳簿組織の状況」を添付してください。

項　　　　　　　目

費途が明らかでない支出がある、帳
簿に虚偽の記載がある等の不適正な
経理の有無 無 無 無無 無 無

有 有 有

（注意事項）

指定の有効期間の更新の申出に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい
て、改めて記載する必要はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「指定基準等チェック表」（第６表）記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

アの各欄 

 

第６表付表１「役員の状況」を記載して、「①」、

「②」及び「④」の各欄に該当する人数を転記しま

す。 

 

イの各欄 該当する一方を□に✔します。 

 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、

例えば、「定款（又は会則）第○条に正社員の表決権

（又は議決権）は平等に一票を与えると規定」のよう

に記載します。 

 

ウの各欄 

 

 

該当する一方を□に✔します。 

なお、「ⓐ」から「ⓔ」については、上記イに記載

する各期間（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したものです。 

① 「会計について公認会計士又は監

査法人の監査を受けている」の「は

い」に✔した場合には監査証明書を

添付してください。 

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録

及び帳簿書類の保存を青色申告法人

に準じて行っている」の「はい」に

✔した場合には、第６表付表２「帳

簿組織の状況」を記載し添付してく

ださい。 

エの各欄 該当する一方を□に✔します。 

なお、「ⓐ」から「ⓔ」については、上記イに記載

する各期間（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したものです。 
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23 年 4 月 1 日 ～

25 年 3 月 31 日

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

（注意事項）
指定の有効期間の更新の申請に当たっては、条例第13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事
項について、改めて記載する必要はありません。

法人名 NPO法人しか西さんネットワーク

役　員　の　状　況

第６表付表１

平成○年

○月○日

平成○年

○月○日

退任

○

飛鳥　次郎 橿原市○△町２２

監事 ○

しか西　一郎 奈良市▲▲町５－１

理事

理事長

の息子

○

薬師寺　四朗 天理市◇◇町２－１－１
理事

ⓐ株式会

社　役員
○

○
平成○年

○月○日

○

大和　三郎 奈良市☆☆町３－１－１
理事 ○

○ ○
平成○年

○月○日

○
平成○年

○月○日
○

しか部　花子 奈良市★★町４５－３
監事

○

春日　大 大和郡山市△△町３２
理事 ○ ○

大仏　伝助 生駒市○○町４４－１
理事

ⓐ株式会

社　役員
○ ○

○

○
平成○年

○月○日

○
平成○年

○月○日

奈良　次郎 奈良市○○町４－３
理事

○
平成○年

○月○日

○
平成○年

○月○日

○ ○

役　員　の　内　訳

就任・退任

年月日
申請時ⓔⓓⓒⓑⓐ

就　任　等　の　状　況

平成○年

○月○日
○ ○ ○

申請時ⓔⓓⓒⓑ

実績判定期間
平成

平成

9 9
役　　員　　数

ⓐ

1

2 2

8

2

⑴　最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

⑵　最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの者の

親族等」のグループの人数

2 2

続柄等職名氏　　名 住　　所

しか西　太郎 奈良市▲▲町５－１
理事長

1１．「役員の状況（第６表付表１）」作成例 

「運営組織及び経理に関する基準」に関する付属的な書類で、役員の状況を示すためのものです。実績判定期

間および申請時に役員である者すべてについて、記載が必要です。つまり、申請時には退任していても、実績判

定期間内に役員であった場合はその者についても記載しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に就任した日を記載します。例え

ば、設立当初からの役員については、

その設立日を就任日として記載しま

す。 
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「役員の状況」 第６表付表１ 記載要領 

 

１ 「役員の内訳」欄は「親族等」又は「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等」

のグループごとに記載します。 

 

２ 「就任の状況」は「申出時」に役員であった場合に「○」を付します。 

  なお、当該「ⓐ」から「ⓔ」については、指定基準等チェック表（第 7 表）のイに記載する各期間（「ⓐ」

から「ⓔ」）を示したものです。 

 

３ この表において、「親族等」とは特定非営利活動法人の役員である次の者が該当します。 

① 役員の配偶者及び三親等以内の親族 

 ② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持して

いる者 

④ ②又は③に掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 

４ この表において、「特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の親族等」とは特定非営利

活動法人の役員である次の者が該当します。 

① 特定の法人の役員又は使用人 

② ①に掲げる者と役員の配偶者及び三親等以内の親族 

③ ①に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

④ ①に掲げる者の使用人及び使用人以外の者で当該①に掲げる者から受ける金銭その他の財産によっ

て生計を維持している者 

⑤ ③又は④に掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 

５ 上記の「特定の法人」には、特定の法人との間に発行済株式の総数又は出資の総額（以下「発行済株式

の総数等」といいます。）の 50%以上の株式の数又は出資の金額（以下「株式の数等」といいます。）

を直接又は間接に保有する関係にある法人を含みます。 

  なお、50%以上の株式の数等を直接又は間接に保有する関係とは以下のとおりです。 

  ○ 直接に保有する関係 

一の法人が他方の法人の発行済株式の総数等の 50%以上の株式の数等を保有する場合の一の法人

と他方の法人との関係（以下「直接支配関係」といいます。） 

○ 間接に保有する関係 

一の法人及び一の法人と直接支配関係にある法人又は一の法人と直接支配関係にある法人が、他方

の法人の発行済株式の総数等の 50%以上の株式の数等を保有する場合の一の法人、一の法人と直接

支配関係にある法人及び他方の法人との関係 
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法　人　名 NPO法人しか西さんネットワーク

請求書・領収書等証憑類

寄附者名簿

保存期間記帳の時期左の帳簿等の形態伝　票　又　は　帳　簿　名

総勘定元帳 帳簿

随時
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

現金出納帳 ルーズリーフ

毎日
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

入金・出金・振替伝票（仕訳帳） 複写伝票
（ルーズリーフ） 毎日

４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

給与台帳 ルーズリーフ

毎月
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

バインダー

随時
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

領収書発行控え 複写伝票

随時
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

ルーズリーフ

随時
４年

（H21法人設立、

７年保存予定）

　　　　　　　　　　　　　帳簿組織の状況（指定基準）　　　第６表付表２

（記載要領）

・　「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出納帳」、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。
・　「左の帳簿等の形態」欄は、「３枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・　「記帳の時期」欄は、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。
・　指定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

1２．「帳簿組織の状況（第６表付表２）」作成例 

「運営組織及び経理に関する基準」に関する付属的な書類で、経理についてその帳簿の整備状況を示すための

ものです。法人内で日常整備している帳簿の名称をすべて列挙しましょう。それぞれ法人によって、帳簿の整理

方法や形態は違っていて当然です。現状をそのまま記載するようにしましょう。 
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ア

イ

ウ

エ

ア

イ

無 無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支給

の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過大と

認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給に関し

て特別の利益の供与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲

渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の譲渡

等に関して特別の利益の供与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無

有 有 有 有 有 有

無 無 無 無 無 無

有 有 有 有 有 有

無 無 無 無 無 無

有 有 有 有 有 有

有 有

無 無

政治上の主義を推進し、支持し、又
はこれに反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職に
ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有

無 無 無 無

はい

はい はい はい

※「はい」か「いいえ」の□に✔をいれてください。

有 有 有

いいえ いいえ いいえ

はい はい はい はい

項　　　目

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ いいえ

はい はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及
び信者を教化育成する活動

はい はい はいはい

いいえ

実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上であること

実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

いいえ

はい はい

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申出時

法　人　名 NPO法人しか西さんネットワーク

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と当法人
との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及
び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記アの活動を行う者又
は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

指定基準等チェック表　（第７表）

（条例第４条第１項第７号関係）

ﾁｪｯｸ欄

申出時項　　　　　　　目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ

事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

無

※「はい」か「いいえ」の□に✔をいれてください。

（注意事項）

・「指定基準等チェック表（第７表）」は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時におい
ても記載及び添付する必要があります。その場合、「指定基準等チェック表 第７表（継紙）」（ウ及びエ）の記載及び
添付の必要はありません。

・指定の有効期間の更新の申請に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事
項について、改めて記載する必要はありません。

無 無 無

1３．「指定基準等チェック表（第７表）」作成例 

「事業活動に関する基準」を満たしているかを確認するための書類です。 
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ウ

エ

100

㊟ 「ウ」について、事業費以外の指標
により計算を行う場合には、使用した指
標及び単位を記載してください。事　業　費　の　総　額

7,000,000
①

円

特定非営利活動に係る事業費の額 ②
円7,000,000

実績判定期間項　　　　　　　　目

特定非営利活動の割合 （②÷①）

使用した指標 単位

・算出方法を具体的に示す資料を

添付してください。

5,412,100 円

受入寄附金総額のうち特定非営
利活動に係る事業費に充てた額

②
5,080,000 円

（第７表　継紙）

③
％

項　　　　　　　　目 実績判定期間

受  入  寄  附  金  総  額 ①

受入寄附金の充当割合 （②÷①） ③
93.9 ％

注意事項）
「指定基準等チェック表（第７表　継紙）」（ウ及びエ）は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書
類）の提出時には記載及び添付の必要はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

ア及びイの各欄共通 

 

該当する一方の□を✔します。 

「役員等」とは、役員、社員、職員若しくは寄附者

若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親

族又はこれらの者と特殊の関係のある者をいいます。 

「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある関係 

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役

員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配

偶者若しくは三親等以内の親族から受ける金銭その

他の財産によって生計を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び

三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしてい

る関係 

第７表付表１及び２「財産の運

用及び事業運営の状況等」を記載

し添付してください。 

なお、当該「ⓐ」から「ⓔ」につ

いては、指定基準等チェック表（第

３表）のイに記載する各期間（「ⓐ」

から「ⓔ」）を示したものです。 

ウ 

共通事項 「事業費」以外の指標により計算を行う場合には、

使用した指標及び単位を㊟欄に記載し、具体的な算出

方法を示す資料を添付してください。 

  

「事業費の総額①」欄 実績判定期間における活動計算書の事業費の合計金

額（その他の事業がある場合は、特定非営利活動に係

る事業費計とその他の事業の事業費計の合計金額）を

記載します。 

 

 損益計算書を作成している場合に

は、損益計算書により事業に係る支

出金額を算出して記載しても差し支

えありません。その場合には、損益

計算書及び金額の算定方法を示す資

料を添付してください。 

「特定非営利活動に係

る事業費の額②」欄 

活動計算書における特定非営利活動に係る事業費の

合計額を記載します。 

 

特定非営利活動に係る部分とそれ

以外に共通する事業費は、それぞれ

に合理的に配賦します。 

エ 

「受入寄附金総額①」欄 第１表付表「受け入れた寄附金の明細表」の「Ⓐ」

欄の金額を転記します。 

 

「受入寄附金総額のう

ち特定非営利活動に係

る事業費に充てた額②」

欄 

「受入寄附金総額①」欄のうち、特定非営利活動に

係る事業費に充てた額を記載します。 

 

 一定の条件の下、将来の特定非営

利活動に充てるために当期に特定資

産等として貸借対照表に計上した金

額は、当期の「受入寄附金総額のう

ち特定非営利活動に係る事業費に充

てた額②」欄に算入できます。 

「受入寄附金の充当割

合③」欄 

割合が 100％を超える場合は、100％と記載しま

す。 
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1４．「役員等に対する報酬等の状況（第７表付表１）」作成例 

「事業活動に関する基準」に関する付属的な書類で、役員報酬や役員の親族等の職員に対する給与の状況等を

示すためのものです。実績判定期間内に役員等である者すべてについて、記載が必要です。 

 

①

②

③

１　役員報酬の支給

年 月 日 ～ 年 月 日

春日　大 理事 H22.4.1～H24.3.31 50,000 円

円

３人 450,000 円

（注意事項）

・「役員等に対する報酬等の状況（第７表付表1）」は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の

提出時には記載及び添付の必要はありません。
・指定の有効期間の更新の申請に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。

３　給与を得た職員の総数及び総額

平成

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

集計期間 22 4 1 3 3124平成

（注２）「役員の親族等」とは、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます（「特殊の
関係」は（注１）参照）。

円

円

円

円

２　役員の親族等（注２）である職員に対する給与の支給

氏　　　　名 職　名 支　給　期　間　等 支　給　金　額

しか西　はな 理事長の妻 30,000 円

円

円

円

円50,000H22.4.1～H24.3.31理事長しか西　太郎

しか部　花子 監事 H22.4.1～H24.3.31 20,000 円

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

職　名 支　給　期　間　等氏　　　　名 支　給　金　額

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク

　役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係（注
１）にある者（以下「役員等」という）に対する報酬又は給与の支給等（実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始

の日から申出書の提出の日までに行った取引等）について以下の項目を記載してください。

（注１）「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

役員等に対する報酬等の状況（指定基準）　  　第７表付表１

実績判定期間～申請書提出日までに

支給した者を記載します。（役員報酬

だけでなく、役員に支給した給与も含

みます。） 

 

役員、従業員に対する報酬・給与の支

給について、役員報酬規定・給与規定

等に基づく適正な支払いがなされて

いるかを確認します。 

 

給与台帳に基づいて記載します。 
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①

②

③

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（２）資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。）

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク

１　役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の
関係（注）にある者（以下「役員等」という）又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等（実績判定期間及び申
出書の提出日を含む事業年度開始の日から申出書の提出の日までに行った取引等）について以下の項目を記載してくだ
さい。

（注）「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

法人との

関係
取引先の氏名等

譲渡

年月日

（１）資産の譲渡（棚卸資産を含む。）

なし

その他の取引条件等譲渡価格譲渡資産の内容

株式会社しか吉
理事長が

代表取締役
短期貸付金 H24.3.3 50,000

年利○○％

H24.6.30までに返済

取引先の氏名等
法人との

関係
貸付資産の内容

貸付
年月日

対価の額 その他の取引条件等

（注意事項）

・「財産の運用及び事業運営の状況等（第７表付表2）」は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出

時には記載及び添付の必要はありません。

・指定の有効期間の更新の申出に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（指定基準）　 第７表付表２

1５．「役員等に対する資産の譲渡等の状況（第７表付表２）」作成例 

「事業活動に関する基準」に関する付属的な書類で、役員等に対する資産譲渡等の状況を示すための書類です。

実績判定期間および申請時に役員等である者すべてについて、記載が必要です。 

 

 

 

役員等または役員等が支配する

法人に対する取引のみを記載し

ます。 

 

役員等または役員等が支配する

法人に対する取引のみを記載し

ます。 
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（３）役務の提供（施設の利用等を含む。）

２　役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

大仏　伝助 理事 △△事業講師謝金 H24.7.1 30,000 源泉所得税を含む

取引先の氏名等
法人との

関係
役務の提供の内容

役務の提供

年月日
対価の額 その他の取引条件等

第７表付表２（継紙）

若草　一郎 正会員 □□事業講師謝金 H24.8.3 30,000 源泉所得税を含む

支出金額住所等支出先の名称等

（該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。）

なし

３ 支出した寄附金（実績判定期間及び申出書の提出日を含む事業年度開始の日から申出書の提出の日
までに支出した寄附金）

寄附の目的等支出年月日

NPO法人☆☆ 奈良県奈良市○○町 200,000 H24.10.18 被災地支援

（注意事項）

・「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第７表付表2）」は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の
提出時には記載及び添付の必要はありません。

・指定の有効期間の更新の申出に当たっては、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい
て、改めて記載する必要はありません。

役員、社員(正会員)、職員、寄附

者等に講師依頼をした場合等も、

ここに記載します。 

 

寄附金という名目で支出してい

るかに関わらず、金銭その他の資

産、経済的な利益の供与(贈与)を

行った場合は、記載します。 
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ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

②

③

イ

ウ

エ

①

②

③

・

⑤

⑥

カ

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク ﾁｪｯｸ欄

指定基準等チェック表　（第８表）
（条例第４条第１項第８号関係）

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事務所
において閲覧させること

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

各指定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項等を記
載した書類

海外への送金又は金銭の持出し（その金額が200万円以下のものを除く。）を行う場合には事前に又は災害に対す
る援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

助成金の支給を行った場合は、助成の実績を記載した書類

ア

同　　意

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれを

その事務所において閲覧させることに同意する。

する しない

オ

支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

キ

事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者

の氏名及び住所又は居所を記した書面）

役員名簿

定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し）

各指定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

④

助成金の支給を行った場合に事後に県に提出した書類の写し

海外への送金又は金銭の持出し（その金額が200万円以下のものを除く。）を行う場合には事前に又は災害に対す

る援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

①

資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領

年月日

給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係のある者との取引

収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５者との取引

・

（注意事項）

・指定基準等チェック表第８表は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・指定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

1６．「指定基準チェック表（第８表）」作成例 

 

「情報公開に関する基準」を満たしているかを確認するための書類です。 
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提出

有

無 有 無 有 無 有

無

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実

の有無

年月日

チェック

指定基準等チェック表　（第１０表）

（条例第４条第１項第１０号関係）

法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により
何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

ﾁｪｯｸ欄

事業年度

設立年月日

（注意事項）

・条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に当たっては、指定基準等チェック表（第９表及

び第１１表）は、記載する必要はありません。

・指定の有効期間の更新の申出に当たっては、指定基準等チェック表（第９表及び第１１表）の記載の必要はありませ

ん。また、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要は

ありません。

日

平成 年 5 月 1 日21 設立

4 月 1 日 ～ 3 月 31

申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間
が経過していること

ﾁｪｯｸ欄

㊟　指定基準等チェック表（第１０表）は、条例13条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出

時に記載及び添付する必要があります。

指定基準等チェック表　（第１１表）

（条例第４条第１項第１１号関係）

チェック

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ

無有 無 有

提出 提出 提出 提出

ⓒ ⓓ ⓔ

(平成24年5月1日) (平成25年4月29日)

ⓐ ⓑ

有 無 有 無 有 無 有 無

ﾁｪｯｸ欄

実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及
び役員名簿並びに定款等を同法第29条の規定により県に提出していること

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク

指定基準等チェック表　（第９、１０、１１表）

指定基準等チェック表　（第９表）

（条例第４条第１項第９号関係）

1７．「指定基準チェック表（第９・１０・１１表）」作成例 

 

「事業報告書等の提出に関する基準」、「不正行為等に関する基準」、「設立後の経過期間に関する基準」を満た

しているかを確認するための書類です。 

 

 

 

 

登記事項証明書の設立年月日と

一致します。認証年月日ではあり

ません。 
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(1)

有

欠格事由チェック表

1

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

NPO法人しか西さんネット―ワーク

　指定又は指定の更新にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は指定又は指定の更
新を受けることができません。

法　人　名 ﾁｪｯｸ欄

有

無

指定特定非営利活動法人が第１８条第１項各号（第１号、第４号から第６号まで及び第９号を除く。

次号において同じ。）又は第２項各号のいずれかに該当することにより指定を取り消された場合にお

いて、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該指定特定非営利活動法人のその業

務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から５年を経過しないもの

無

有

無

(3)

(4)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年

を経過しない者
(2)

特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）の規定（同法第３２条の３第７項及び第３２条の１１第１項の規定を除く。）若しくは奈良県

暴力団排除条例（平成２３年３月奈良県条例第３５号）の規定に違反したことにより、若しくは刑法

（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若

しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し

たことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地

方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとす

ることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日

又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

2

有

無

暴力団の構成員等（暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下この号及び第６号において同じ。）の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。以下この号において同じ。）又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者をい

う。第６号において同じ。）

は

い

い

い

え

第１８条第１項各号（第１号に係る部分を除く。）又は第２項各号のいずれかに該当することにより指定

を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から５年を経過しないもの

は

い

い

い

え

は

い

い

い

え

は

い

い

い

え

その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの3

4
国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しないも

の

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しないもの

い

い

え

次のいずれかに該当するもの

(1)

6

(2) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

暴力団

は

い

い

い

え

は

い

（備考）上記４に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その４」並びに、関係都道府県知事及び市区町村長から交付

を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付してください

1８．「欠格事由チェック表」作成例 

 

指定ＮＰＯ法人等の欠格事由に該当していないかどうかを確認するための書類です。 
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年 月 日

奈良市○○町３３－２２

欠格事由チェック表（継紙）

欠格事由１から６のいずれにも該当しないことを誓約します。

所 在 地

平成 25 5 17

【添付書類】
○　所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その４」並びに、関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受け
た滞納処分に係る納税証明書を添付してください。
○　また、別紙「役員等氏名一覧表」を記載し、欠格事由チェックリストと併せて提出してください。

代 表 者 の 氏 名
しか西　太郎 ㊞

NPO法人しか西さんネットワーク
法 人 の 名 称

し
か
西

太

郎
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年 月 日

奈良市○○町４－３

橿原市○△町２２

生駒市○○町４４－１

大和郡山市△△町３２

天理市◇◇町２－１－１

奈良市☆☆町３－１－１

奈良市★★町４５－３

代表者
　　理事長

(大正T,昭和S,平成H)

氏　　  名

氏名のカナ
役職名

役　　員　　等　　氏　　名　　一　　覧　　表

平成２５年４月１日現在の役員

性別

(男･女)
住  　　所

生 年 月 日

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク

理事
奈良　次郎

Ｓ 男
ナラ　ジロウ

年Ｓ
しか西　太郎

シカニシ　タロウ
1 月 29 日23

21 年 2 月 28 日

男

理事
大仏　伝助

Ｓ 男
ダイブツ　デンスケ

理事
飛鳥　次郎

Ｓ 男
アスカ　ジロウ

39 年 3

10

理事
薬師寺　四朗

Ｓ 男
ヤクシジ　シロウ

理事
春日　大

Ｓ 男
カスガ　ダイ

42 年 5

38

監事
しか部　花子

Ｓ 女
シカベ　ハナコ

理事
大和　三郎

Ｓ 男
ヤマト　サブロウ

51 年 7 月 23 日

30 年 8 月 22 日

監事
しか西　一郎

Ｓ 男 奈良市▲▲町５－１
シカニシ　イチロウ

49 年 9 月 21 日

年 月 日

法 人 の 名 称
NPO法人しか西さんネットワーク

代 表 者 の 氏 名
しか西　太郎 ㊞

　記載された全ての者は、奈良市が、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様式に記載された情報
その他確認のために必要な情報を奈良県警察本部に照会することについて、同意しています。

平成 25 5 17

所 在 地
奈良市○○町３３－２２

奈良市▲▲町５－１

年 6 月 24 日

月 27 日

年 4 月 26 日

月 25 日

し
か
西

太

郎

1９．「役員等氏名一覧表」作成例 

 

 

 

 



（条例第３条第２項第３号関係）

寄附金充当予定事業一覧

法　人　名 NPO法人しか西さんネット―ワーク

寄附金充当

予定額

従事者の

予定人数
実施予定場所実施予定年月

受益対象者

の範囲及び

予定人数

事業名 具体的な事業内容

奈良市民他

○名／回 ○○円

○○に関する相談事
業

①電話相談
②来所相談

随時 法人事務所 ○名
奈良市民他

○名／年 ○○円

○○に関する講座開
催事業

①○○講座
②△△講座

①年12回
②年4回

ボランティアイ
ンフォメーショ
ンセンター

○名

○○円○○交流事業 ○○会 ○年○月
ボランティアイ
ンフォメーショ
ンセンター

○名
奈良市民他

○名

○○信用金庫○○支店普通

寄附金の受入れ及び支出に利用する銀行口座名

○○銀行○○支店普通

1９．「寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」作成例 

 

指定ＮＰＯ法人等に寄附した寄附者が税控除を受けるためには、その寄附金が特定非営利活動に使われなけれ

ばなりません。そのため、指定ＮＰＯ法人等においても、集めた寄附金をどのような活動に使うのかを明らかに

しておかなければなりません。 

「寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類」は、寄附金をどのような事業に充当するのかを

示すための書類です。毎年作成する事業計画書や活動予算書と照らし合わせて記載しましょう。 

 

 

 


